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  第１章 計画の策定にあたって  
１ 計画策定の趣旨 

 子どもの健やかな育ちと子育てを支えることは社会全体で取り組むべき重要な課題となってい

ます。しかしながら、子どもの育ちや子育てをめぐる環境の変化により、出産をあきらめる人や

悩みや不安を抱えながら子育てを行っている人がおられるのが現状です。こうしたなか、子ども・

子育て支援を質・量ともに充実させるとともに、家庭、学校、地域、職域その他のあらゆる分野

において、子ども・子育て支援についての関心や理解を深め、それぞれが協働し、役割を果たす

ことが重要となっています。 

国においては、平成 24 年８月に「子ども・子育て関連３法」が制定され、市町村は国及び都

道府県と連携し、地域の実情に応じて質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業が適

切に提供されるよう、計画的に提供体制を確保するとともに、その利用を支援することが求めら

れています。また、平成 26 年に「まち・ひと・しごと創生総合戦略」が閣議決定され、子ども

を生み育てやすい環境づくりが重要な課題とされるとともに、平成 27 年８月には「女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」が成立し、女性の就労を支援する取組

の推進が一層、求められています。 

平成 28 年６月には「児童福祉法」が改正され、子どもが保護の対象から権利の主体へと、法

の理念が大きく変わり、児童虐待の発生予防や虐待発生時の迅速かつ的確な対応が明確化されま

した。さらに、令和元年５月に幼児教育・保育を無償化する改正子ども・子育て支援法が成立し、

すべての子どもが健やかに成長するように支援し、保護者の経済的負担の軽減に適切に配慮する

ことが示されています。 

本市では、子ども・子育て支援にかかる事業の利用状況や潜在的な利用希望を把握し、平成 27

年度から平成 31 年度までの５年間の市の教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の利用の

見込みと提供体制を確保することを目的とした「栗東市子ども・子育て支援事業計画」を平成 27

年３月に策定し、子育てしやすい環境整備と子育て施策の充実に取り組んできました。しかし、

この間も、本市における保育ニーズはさらに高まり、子育てをめぐる状況も変化してきています。

こうした社会情勢の変化に対応するとともに、当初の計画期間が平成 31 年度で終了することに

ともない、今後５年間の子育て支援に関するニーズに応じた提供体制を確保することを目的に「第

２期栗東市子ども・子育て支援事業計画」（以下、「本計画」という。）を策定します。 
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２ 計画の性格・位置づけ 

 本計画は、「子ども・子育て支援法」第 61 条に基づく、市町村子ども・子育て支援事業計画

です。また、次世代育成支援対策推進法に基づく市町村次世代育成支援行動計画として、これま

で取り組みを進めてきた「栗東市次世代育成支援行動計画」を引き継ぐ計画と位置づけます。 

 なお、本市のまちづくりの総合的指針である「栗東市総合計画」を上位計画として、「栗東市

地域福祉計画」など関連する分野別計画との調和と整合性を図り策定します。 

 

３ 計画の期間 

 本計画は、平成 31 年度（令和元年度）までの当初計画を引き継ぎ、令和２年度から令和６年

度までの５年間を計画期間とします。ただし、子どもの人口推移や子ども・子育て支援に関する

ニーズの変化、事業の進捗状況、国の制度の状況を踏まえ、必要に応じ、計画の見直しを行い、

実態に即した計画の進捗に努めます。 

Ｈ27 年度 Ｈ28 年度 Ｈ29 年度 Ｈ30 年度 
Ｈ31 年度 

（Ｒ１年度） 
Ｒ２年度 Ｒ３年度 Ｒ４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度 

          

   

 

 

 

 

       

  

計画期間 

第２期・計画期間 ２期計画策定 

中
間
年
見
直
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  ４ 計画の策定体制 

（１）「栗東市子ども・子育て会議」での審議 

○計画策定にあたっては、「栗東市子ども・子育て会議」において、各種調査の実施内容や結

果、計画内容などを検討しました。 

 

（２）第１期計画の評価・検証の実施 

○第１期計画の各施策・事業に関わる事項について、庁内関係各課や各関係機関に照会し、

施策の現状や進捗状況などについての評価・検証を実施しました。 

 

（３）アンケート調査の実施 

○就学前児童または小学生のいる世帯の生活状況やニーズ等を把握するために、アンケート

調査を実施しました。 

 

（４）関係団体調査の実施 

○これまでの本市の施策や今後の課題などに関する意見を把握するために、関係団体・支援

機関への調査を実施しました。 

 

（５）パブリックコメントの実施   ○計画策定にあたっては、ホームページ等において計画案を公表し、市民の皆さんの考えや

意見を聞くパブリックコメントを実施しました。 

    実施期間：令和元年 12 月 26 日～令和 2 年 1 月 24 日       
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資料：住民基本台帳（各年３月末） 

※四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります 

  第２章 栗東市の⼦どもと⼦育て家庭を取り巻く現状 

１ 栗東市の⼈⼝の動向と推計 

（１）人口の推移 

 ① 総人口・年齢別人口の推移 

  総人口は年々増加を続けており、平成 31 年は 69,560 人で、平成 27 年に比べて 2,271

人増加しました。増加しているのは、65 歳以上の老年人口と 15～64 歳の生産年齢人口で、

14 歳以下の年少人口は減少しています。 

 ■年齢３区分別人口の推移 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            資料：住民基本台帳（各年３月末） 

 ■年齢３区分別人口割合の推移 

 

 

 

 

 

 

  

12,386 12,300 12,135 11,928 11,750

43,231 43,234 43,614 44,091 44,800

11,672 12,097 12,510 12,798 13,010

67,289 67,631 68,259 68,817 69,560

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

18.4 

18.2 

17.8 

17.3 

16.9 

64.2 

63.9 

63.9 

64.1 

64.4 

17.3 

17.9 

18.3 

18.6 

18.7 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

平成31年

０～14歳 15～64歳 65歳以上
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② 将来人口・年齢別人口の推移 

  コーホート変化率法による将来人口推計では、今後も人口の増加が予測されています。年

少人口は減少し、生産年齢人口と老年人口は増加する見込みとなっています。 

  ■将来人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           資料：住民基本台帳の実績値をもとにコーホート変化率法により算出 

  ■年齢３区分別人口割合の推計 

   
 

 

 

               資料：住民基本台帳の実績値をもとにコーホート変化率法により算出 

                            ※四捨五入しているため、合計が 100％にならない場合があります   

11,652 11,558 11,401 11,271 11,164

45,968 46,967 47,879 48,627 49,329

12,861 13,543 13,694 13,881 14,050

70,481 72,068 72,974 73,779 74,543

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０～14歳 15～64歳 65歳以上

16.5 

16.0 

15.6 

15.3 

15.0 

65.2 

65.2 

65.6 

65.9 

66.2 

18.2 

18.8 

18.8 

18.8 

18.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和２年

令和３年

令和４年

令和５年

令和６年

０～14歳 15～64歳 65歳以上
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資料：南部健康保険福祉事務所（草津保健所）事業年報（平成 27～29 年） 

（２）出生・死亡数の状況 

 ① 出生・死亡数の推移 

  平成 27 年以降、出生数が死亡数を上回る自然増の状況が続いています。 

 ■出生数・死亡数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

② 合計特殊出生率の推移 

  本市の合計特殊出生率は、全国、滋賀県を上回っています。平成 29 年は 1.98 となってい

ます。 

  ■合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

               資料：南部健康福祉事務所（草津保健所）平成 29 年度事業年報                 

2.16

1.93
1.98

1.58
1.54 1.51

1.45 1.44 1.43

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

平成27年 平成28年 平成29年

栗東市 滋賀県 全国

950 
850 852 

-383 -365 -431 

567 485 421

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

平成27年 平成28年 平成29年

（人）

出生数 死亡数 自然増減
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（３）転入・転出の状況 

  転入・転出の状況では、平成 28 年以降、転入が転出を上回る状況が続いています。平成

30 年の転入者数は 3,787 人で、転出者数を 288 人上回っています。 

 ■転入・転出者数の推移 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：平成 30 年度栗東市統計書（各年 12 月末） 

 

 

   

3,454 3,648 3,677 3,787

-3,577 -3,545 -3,474 -3,499 

-123 
103 203 288 

-4,000

-3,000

-2,000

-1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年

（人）

転入者数 転出者数 社会増減
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（４）子どもの人口の推移 

① 子どもの人口の推移 

  17 歳以下の子どもの人口は、平成 27 年以降、減少しています。年齢層別でみると、12

～17 歳は増加していますが、11 歳以下は減少しています。 

 ■子どもの人口の推移 

   
 

 

 

 

 

 

 

                               資料：住民基本台帳（各年３月末） 

 ■各歳別子どもの人口の推移 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

0 歳 914 876 847 806 823 

1 歳 855 876 852 836 790 

2 歳 781 824 829 797 801 

3 歳 829 749 779 796 747 

4 歳 789 816 730 769 770 

5 歳 786 777 809 712 757 

6 歳 815 760 750 785 703 

7 歳 861 803 761 750 783 

8 歳 847 852 804 758 741 

9 歳 792 841 854 798 755 

10 歳 828 785 833 852 794 

11 歳 842 830 789 834 851 

                             資料：住民基本台帳（各年３月末） 

 

 

（人） 

4,954 4,918 4,846 4,716 4,688 

4,985 4,871 4,791 4,777 4,627 

4,674 4,803 4,883 4,884 4,958 

14,613 14,592 14,520 14,377 14,273 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

0～5歳 6～11歳 12～17歳



                           

9 

 

② 子どもの人口の将来推計 

  子どもの人口の将来推計では、令和６年にかけて減少が予測されています。 

 ■子どもの人口の推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    資料：住民基本台帳をもとにコーホート変化率法により算出 

 

 ■各歳別子どもの将来人口の推計 

 

  令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年 

0 歳 837 839 846 848 853 

1 歳 808 828 829 830 828 

2 歳 764 778 793 794 793 

3 歳 775 730 741 754 754 

4 歳 728 760 715 723 736 

5 歳 748 713 744 698 706 

6 歳 728 744 709 737 691 

7 歳 741 716 732 694 722 

8 歳 734 743 716 732 694 

9 歳 759 732 741 712 728 

10 歳 747 756 727 736 707 

11 歳 788 742 750 721 730 

資料：住民基本台帳をもとにコーホート変化率法により算出 

 

 

                           

（人） 

4,660 4,648 4,668 4,647 4,670 

4,497 4,433 4,375 4,332 4,272 

4,938 4,870 4,800 4,762 4,672 

14,095 13,951 13,843 13,741 13,614 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 令和６年

（人）

０～５歳 ６～11歳 12～17歳
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③ 子どもの人口（５歳刻み）の割合の県内比較 

  15 歳未満の５歳刻み人口率をみると、県内 13 市の中で高い割合を示しています。「0～4

歳」「10～14 歳」では最も高くなっています。 

 ■子どもの人口（５歳刻み）の割合についての県内順位 

  ０～４歳 ５～９歳 10～14 歳 

１位 栗東市 5.8% 守山市 6.0% 栗東市 6.0% 

２位 守山市 5.3% 栗東市 5.6% 守山市 5.9% 

３位 草津市 5.0% 草津市 5.3% 草津市 5.0% 

４位 近江八幡市 4.7% 野洲市 5.0% 野洲市 5.0% 

５位 野洲市 4.6% 近江八幡市 5.0% 東近江市 5.0% 

 

④ 小学校区別就学前（０～５歳）人口の推移 

 小学校区別就学前児童数では、治田、葉山東小学校区は増加していますが、そのほかの小学

校区は横ばいか、減少しています。金勝、大宝西小学校区は大幅に減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     資料：住民基本台帳調査（各年３月末） 

資料：住民基本台帳（平成 30年１月１日） 

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

治 田 698 736 786 819 923

治 田 西 643 618 645 631 627

大 宝 682 652 645 650 613

葉 山 東 466 516 508 515 529

治 田 東 465 461 451 447 449

葉 山 530 513 490 454 443

大 宝 東 498 504 467 431 402

大 宝 西 453 439 430 380 356

金 勝 519 479 424 389 346

200

400

600

800

1,000

（人）

治 田

治 田 西

大 宝

葉 山 東

治 田 東

葉 山

大 宝 東

大 宝 西

金 勝
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  ２ 世帯の動向 

 世帯数は年々増加しています。平成 27 年は 24,592 世帯となっており、平成７年に比べて

9,000 世帯以上増加しています。一方、１世帯あたりの平均世帯人員は年々減少しており、平

成 27 年は 2.71 人と、平成７年より 0.44 人減少しています。 

 世帯構成割合の推移をみると、単独世帯割合が高くなってきています。核家族世帯割合は、平

成 22 年までは上昇していますが、平成 27 年には低下しています。平成 27 年の本市の世帯構

成割合を全国や滋賀県等と比較すると、核家族世帯の割合が高くなっています。 

 ■世帯数と平均世帯人員の推移                                             資料：国勢調査 

 ■世帯構成割合の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      資料：国勢調査 
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2.71 
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（世帯） （人/世帯）

総世帯数 平均世帯人員
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 ■世帯構成割合の比較（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    資料：国勢調査 

  

68.2

55.8

58.8

64.3

8.2

8.6

11.8

10.2

1.2

0.9

0.7

0.6

22.4

34.5

28.5

23.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

栗東市

全国

滋賀県

守山市

核家族世帯 その他親族世帯 非親族世帯 単独世帯
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  ３ 就業状況 

①  産業人口の動向 

  平成 27 年の就業人口をみると、男女ともに増加しています。特に女性は、第３次産業の割

合が高くなっています。 

 

 

 

 

                                           資料：国勢調査 

 

②  女性の年齢別労働力率の推移 

  女性の年齢別労働力率の推移をみると、結婚・出産を迎える 30～39 歳で一時的に落ち込む

「Ｍ字カーブ」の谷が上がってきています。結婚・出産の時期も仕事を続ける女性が増えてい

ることによるものと推察されます。 

  平成 27 年の本市の女性の労働力率を全国・滋賀県と比較すると、おおむね各年代ともに、

国・県を下回っています。特に、25 歳から 49 歳の結婚・子育て世代の女性の労働力率が低い

状況となっています。 

 ■女性の年齢別労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       資料：国勢調査 

 

15～19

歳

20～24

歳

25～29

歳

30～34

歳

35～39

歳

40～44

歳

45～49

歳

50～54

歳

55～59

歳

60～64

歳

65歳以

上

平成17年 19.3 72.3 65.7 52.8 55.1 69.1 72.4 68.7 58.1 40.3 14.4

平成22年 15.6 67.6 65.8 54.8 55.8 65.2 73.4 68.8 60.6 43.5 14.0

平成27年 15.0 69.2 72.3 62.5 63.4 70.7 75.5 76.5 67.6 49.3 16.1

15.0 

69.2 72.3 

62.5 63.4 

70.7 
75.5 76.5 

67.6 

49.3 

16.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0
（％）

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

総数(人) 16,313 15,774 18,630 18,652 19,250 9,566 9,618 11,746 12,041 13,548

第１次産業（％） 3.0 0.5 2.6 2.2 2.0 4.7 0.5 2.8 1.8 1.4

第２次産業（％） 42.1 43.9 40.1 39.8 41.2 30.2 27.6 22.1 20.1 19.5

第３次産業（％） 54.6 54.5 56.6 54.1 53.6 64.6 70.5 74.1 74.2 75.4

分類不能（％） 0.4 1.1 0.7 3.9 3.2 0.5 1.4 1.4 3.8 3.7

男性 女性
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  ■女性の年齢別労働力率比較（平成 27年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       資料：国勢調査 

   
15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65歳

以上

全国 14.7 69.5 81.4 73.5 72.7 76.0 77.9 76.2 69.4 52.1 16.7

滋賀県 15.8 69.4 79.4 69.6 70.3 76.1 79.2 77.9 70.3 50.8 15.5

栗東市 15.0 69.2 72.3 62.5 63.4 70.7 75.5 76.5 67.6 49.3 16.1

15.0 

69.2 72.3 

62.5 63.4 

70.7 
75.5 76.5 

67.6 

49.3 

16.1 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

（％）
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  ４ 栗東市の教育・保育施設等の状況 

（１）保育園の状況 

 ①  保育園園児数の推移 

  保育園の園児数は年々増加しています。０歳児は平成 28 年に減少したものの、その後増加

しています。平成 31 年（令和元年）は 95 人で、平成 27 年に比べて 28 人増加しています。 

 ■保育園園児数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 資料：栗東市統計書（各年４月１日） 

                              ※市外保育園への広域入所者数を含む 

  

67 64 73 82 95
219 215 234 233 248

252 265 273 270 297

273 281
305 311

327

291 276
279 306

309

290 305
286 281

306

1,392 1,406 1,450 1,483
1,582

0

500

1,000

1,500

2,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年

（人）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児
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■保育園別年齢別園児数                             （人） 

保育園名 保育士数 
園児数 

総数 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 

治田保育園 26 138 6 15 23 29 28 37 

治田東保育園 19 113 2 14 20 27 30 20 

治田西保育園 27 116 6 19 18 25 23 25 

葉山保育園 21 125 2 19 25 24 28 27 

葉山東保育園 19 140 3 15 20 31 37 34 

金勝第１保育園 16 82 0 15 19 19 12 17 

金勝第２保育園 17 59 3 9 10 16 12 9 

大宝西保育園 21 88 5 10 15 19 19 20 

こだま保育園 21 123 6 20 23 26 22 26 

グランマの家保育園 20 88 9 15 17 17 15 15 

こだまふれんど保育園 25 129 12 20 23 27 25 22 

治田西カナリヤ第三保育園 20 84 4 12 15 18 18 17 

こだま乳児保育園 20 21 6 7 8 - - - 

大宝カナリヤ保育園 22 136 6 18 24 24 34 30 

栗東くじら保育園 17 79 11 18 17 24 6 3 

なないろ保育園 7 14 2 6 6 - - - 

栗東くじら小規模保育園 9 16 6 6 4 - - - 

HOPPA 栗東駅前園 7 18 5 6 7 - - - 

家庭的保育の家ふわり 5 4 0 2 2 - - - 

                             資料：幼児課（平成 31 年４月１日） 

                                     ※園児は市内居住者のみ 
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（２）幼稚園の状況 

  幼稚園の園児数は、減少傾向にあります。令和元年は 1,190 人で、平成 27 年に比べて

236 人減少しています。 

 ■市内幼稚園園児数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            資料：栗東市統計書（各年５月１日） 

 

（３）小学校の状況 

小学校の児童数は減少しています。年によって、学年別の人数は増減していますが、全体的

には減少しています。   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         資料：学校教育課（各年５月１日） 

              

492
392 409 416 359

465
512 423 424

410

469
443 500 408

421

1,426
1,347 1,332

1,248
1,190

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（人）

３歳児 ４歳児 ５歳児

809 750 732 777 696

846 792 750 735 779

834 837 797 748 724

774 824 840 790 749

814 763 821 836 783

822 819 775 818 837

4,899 4,785 4,715 4,704 4,568

0

2,000

4,000

6,000

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年

（人）

１年生 ２年生 ３年生 ４年生 ５年生 ６年生
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１～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生

平成27年 35 12 51 10 41 12 24 10 33 23 43 4

平成28年 40 15 57 14 38 17 23 10 36 20 54 9

平成29年 33 15 79 24 36 19 16 12 32 23 61 13

平成30年 36 18 85 31 50 23 21 12 35 17 60 15

平成31年 36 18 92 28 53 15 24 11 38 22 73 16

金

勝
学

童

保

育

所

葉

山
学

童

保

育

所

治

田
西

第

２

学

童
保

育

所

治

田
学

童

保

育

所

治

田
東

学

童

保

育

所

治

田
西

第

１

学

童
保

育

所

１～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生 １～３年生 ４～６年生

平成27年 58 11 50 7 35 17 59 15 44 20 27 8

平成28年 59 20 58 15 28 19 58 15 40 20 25 9

平成29年 61 27 64 17 30 18 63 25 39 26 25 5

平成30年 63 29 51 21 30 10 69 32 40 19 21 4

平成31年 80 33 49 28 38 16 73 31 38 16 22 3

葉

山
東

学

童

保

育

所

大

宝
学

童

保

育

所

大

宝
東

学

童

保

育

所

大

宝
西

学

童

保

育

所

こ

だ
ま

ク

ラ

ブ

大

宝
こ

だ

ま

ク

ラ

ブ

（４）学童保育の状況 

学童保育の利用人数は、年によって増減はあるものの、増加傾向にあります。４～６年生の

利用人数も増加傾向にあります。平成 31 年の治田学童保育所の１～３年生は 90 人を超えて

います。 

                                       （人） 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

（人） 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：子育て応援課（各年４月１日） 
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乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生

平成26年 5,554 1,397 1,398 4,236 578 567 5,004 299 324 3,762 728 954 8,311 656 1,215

平成27年 5,751 1,132 945 2,678 2,021 1,118 5,011 474 256 4,486 381 735 6,615 896 1,411

平成28年 4,646 1,506 1,399 2,704 2,002 813 5,376 544 292 10,443 974 1,167 8,182 1,179 963

平成29年 5,509 1,247 1,424 2,421 1,118 681 5,761 819 455 10,128 944 1,234 8,232 1,086 1,500

平成30年 3,706 1,114 736 2,542 2,465 955 1,185 54 52 8,172 875 805 8,639 1,061 1,195

延べ人数

金

勝

児

童

館

（

地

域

子

育

て

支

援

　

セ

ン

ター

金

勝

）

葉

山

児

童

館

葉

山

東

児

童

館

治

田

東

児

童

館

（
地

域

子

育

て

支

援

　

セ

ン

ター

治

田

東

）

治

田

児

童

館

乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生 乳幼児 １～３年生 ４～６年生

平成26年 4,781 1,141 1,227 14,076 1,440 2,292 6,254 714 1,018 3,596 1,149 1,837

平成27年 5,066 1,794 1,120 15,794 2,012 2,092 4,898 575 808 3,024 2,253 1,757

平成28年 5,286 1,796 1,324 14,443 1,910 2,035 6,754 554 1,002 3,470 2,445 1,445

平成29年 6,007 636 773 11,364 1,719 2,332 7,696 722 762 4,406 602 691

平成30年 5,619 533 1,049 10,256 1,370 1,386 941 72 97 4,704 564 750

延べ人数

治

田

西

児

童

館

大

宝

東

児

童

館

（

地

域

子

育

て

包

括

　

支

援

セ

ン

ター
）

大

宝

児

童

館

大

宝

西

児

童

館

（５）児童館の利用状況 

  児童館の利用は、年々増加傾向にあるものの、一部利用人数が減っている児童館もあります。

平成 29 年の治田西児童館の１～３年生、治田西、葉山、大宝、大宝西児童館の４～６年生の

利用が目立って減少しています。 

                                                                 （人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     （人）            
       ※平成 28 年度から治田東児童館に地域子育て支援センター治田東が開所 

           平成 30 年度は、葉山東・大宝は４～８月は閉館、９月から週１日開館 

資料：子育て応援課（各年３月末） 
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  ５ ニーズ調査結果からみる子育ての状況 

 本市では、第２期子ども・子育て支援事業計画の策定に先立ち、市内在住の就学前児童及び小

学生の保護者を対象にニーズ調査を実施しました。 

 ◆調査期間 平成 30 年 11 月 14 日～11 月 30 日 

 配布数 回収数 回収率 

就学前児童保護者 2,000 件 1,068 件 53.4％ 

小学生保護者 1,000 件 539 件 53.9％ 

 

（１）家族の状況と子どもの育ちをめぐる環境について 

 ① 子育ての主体者 

  子育てを主に担っているのは、就学前では「主に母親」が 50％を超え、「父母ともに」を上

回っています。小学生では「父母ともに」が 50.3％となっていますが、「主に母親」も 44.5％

となっています。前回調査と比較すると、就学前、小学生ともに、「父母ともに」の割合がやや

低下しています。 

【就学前調査】       【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

   

42.6 

43.7 

55.0 

55.0 

0.4 

0.2 

0.7 

0.5 

0.4 

0.2 

0.9 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（N=1,068）

前回調査

（N=835）

今回調査

（N=1,068）

前回調査

（N=835）

父母ともに 42.643.7

主に母親 55.055.0

主に父親 0.40.2

主に祖父母 0.70.5

その他 0.40.2

不明・無回答 0.90.4

50.3 

52.6 

44.5 

44.6 

1.1 

0.9 

0.6 

0.9 

0.7 

0.5 

2.8 

0.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

（N=539）

前回調査

（N=424）

今回調査

（N=539）

前回調査

（N=424）

父母ともに 50.352.6

主に母親 44.544.6

主に父親 1.10.9

主に祖父母 0.60.9

その他 0.70.5

不明・無回答 2.80.2
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17.9 

64.0 

1.8 

12.0 

18.7 

0.4 

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に友人・知人に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

不明・無回答

就学前（N=1,068）

18.4 

60.1 

3.9 

27.3 

17.1 

2.4 

0% 20% 40% 60% 80%

日常的に祖父母等の親族

にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に友人・知人に

みてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

友人・知人にみてもらえる

いずれもいない

不明・無回答

小学生（N=539）

② 日頃、子どもをみてもらえる親族・知人の有無 

  就学前では、子どもを祖父母等の親族にみてもらえる割合が、「日常的に」「緊急時もしくは

用事の際には」を合わせると 80％を超えています。小学生でも、80％近くが祖父母等の親族

にみてもらえると回答しています。一方、就学前の 18.7％、小学生の 17.1％が「いずれもい

ない」と回答しています。 

【就学前調査】       【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③  子育てについて相談できる人・場の有無 

 子育てについて気軽に相談できる人や場の有無については、就学前の92.6％、小学生の89.1％

が「いる／ある」と回答しています。しかし、就学前の 7.2％、小学生の 9.1％が「ない」と回答

しています。 

    92.6

89.1

7.2

9.1

0.2

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

（N=1,068）

小学生

（N=539）

いる／ある いない／ない 不明・無回答
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19.3 

92.1 

13.2 

0.1 

16.7 

0.5 

1.6 

0.0 

43.6 

0.4 

1.8 

0.0 

3.8 

6.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（N=1,068）

父親

（N=1,068）

（２）両親の就労状況について 

 ① 現在の就労状況について 

  現在の就労状況については、就学前の 19.3％、小学生の 23.6％で母親がフルタイムで働い

ています。また、小学生の母親の 46.9％がパート・アルバイトで就労しており、約 70％が共

働き家庭となっています。 

【就学前調査】 

 

 

 

 

 

【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 育児休業の取得について 

  育児休業の取得については、「出産を機に仕事を辞めた」という母親が 28.5％となっていま

す。母親の 11.8％が「育児休業を取得中である」、21.8％が「育児休業を取得し、復帰した」

と回答しており、前回調査と比較すると、育児休業の取得が進んでいます。一方、父親の 82.9％

が「育児休業を取得せず、働き続けている」と回答しています。 

【就学前調査】 

 

 

 

 

 

 

 

  

27.0 

28.5 

2.4 

11.8 

21.8 

2.0 

6.6 

0.4 

0.0 

0.2 

0.1 

1.1 

82.9 

15.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

出産以前から働いていなかった

出産を機に仕事を辞めた

育児休業中に退職した

育児休業を取得中である

育児休業を取得し、復帰した

育児休業を取得せず、働き続けている

不明・無回答

母親（N=1,068） 父親（N=1,068）

23.6

93.3

0.9

0.2

46.9

0.7

0.6

0.0 

22.3

0.4

2.8 

0.0 

3.0 

5.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

母親

（N=539）

父親

（N=539）

フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、産休・育休・介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、産休・育休・介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、産休・育休・介護休業中である

以前は就労していたが、現在は就労していない

これまで就労したことがない

不明・無回答
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（３）教育・保育事業の利用状況と利用希望について 

 ① 平日の定期的な教育・保育事業の利用状況 

  平日の定期的な教育・保育事業の利用については、市内では「栗東市立の幼稚園または幼児

園の短時部」が 45.7％と最も高く、次いで「栗東市立の保育園または幼児園の中時部・長時部」

が 32.3％となっています。市外では「事業所内保育施設・企業主導型保育施設」が 28.1％と

なっています。 

 【就学前調査】 

《市内で利用している事業》            《市外で利用している事業》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

45.7 

5.3 

32.3 

14.4 

1.2 

0.0 

0.4 

0.4 

0.2 

0.2 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

栗東市立の幼稚園または

幼児園の短時部

栗東市立の幼稚園または

幼児園の短時部＋預かり保育

栗東市立の保育園または

幼児園の中時部・長時部

栗東市内の法人立（私立）の保育園

栗東市内の小規模保育または

家庭的保育施設（地域型保育施設）

居宅訪問型保育

事業所内保育施設・

企業主導型保育施設

上記１～７以外の保育施設

その他

不明・無回答

就学前（N=564）

21.1 

7.0 

15.8 

1.8 

5.3 

0.0 

28.1 

8.8 

10.5 

1.8 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

幼稚園

幼稚園＋預かり保育

認可保育園

認定こども園

小規模保育または

家庭的保育施設

居宅訪問型保育

事業所内保育施設・

企業主導型保育施設

選択肢以外の

保育施設

その他

不明・無回答

就学前（N=57）
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25.0 

21.7 

2.2 

57.8 

0.7 

0% 20% 40% 60%

地域子育て支援センターを

利用している

地域子育て支援センター以外の

児童館を利用している

ひだまりの家を利用している

いずれも利用していない

不明・無回答

就学前（N=1,068）

3.4 

0.6 

8.8 

39.4 

4.4 

13.3 

27.1 

3.1 

0% 10% 20% 30% 40%

利用したい施設が地域にない

地域の施設（事業）の質に不安がある

地域の施設（事業）の利便性

（立地・開館日数）が悪く利用しづらい

利用する時間がない

利用方法（手続き等）がわからない

その他

特に理由はない

不明・無回答

就学前（N=617）

（４）地域子ども・子育て支援事業の利用について 

 ① 地域子育て支援センター・児童館・ひだまりの家の利用状況・利用していな

い理由について 

  「地域子育て支援センターを利用している」が 25.0％、「地域子育て支援センター以外の児

童館を利用している」が 21.7％となっていますが、「いずれも利用していない」が 57.8％と

なっています。利用していない理由については、「利用する時間がない」が 39.4％となってい

ます。 

【就学前調査】      

《利用状況》                 《利用していない理由》 
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78.7 

5.8 

25.2 

59.6 

5.4 

2.4 

16.0 

0.0 

6.5 

75.7 

6.1 

23.7 

59.6 

11.9 

6.7 

18.9 

0.4 

0.4 

4.6 

0% 20% 40% 60% 80%

自宅

祖父母宅

友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育所

シルバー人材センターによる

子育て支援サービス

ファミリー・サポート・センター

その他

現在（N=539）

今後（N=539）

（５）小学生の放課後の過ごし方について 

① 放課後を過ごしている場所、今後過ごさせたい場所 

 放課後を過ごしている場所については、「自宅」が 78.7％で最も高く、次いで「習い事」

が 59.6％となっています。「学童保育所」は 16.0％で、前回調査よりも高くなっています。 

【小学生調査】  

     《放課後を過ごしている場所》         《現在と今後の比較》 

 

 

 

 

    
 

 

② 学童保育を利用したい学年、長期休暇期間（夏休み）の学童保育の利用希望 

  学童保育を利用したい人の中では、６年生まで利用したいという人が最も高く、52.9％とな

っています。夏休みなどの長期休暇期間中も学童保育を利用したい人は、小学生では 96.1％と

なっています。 

【小学生調査】 

《利用したい学年》   《長期休暇期間（夏休み）の学童保育の利用希望》 

  

 

 

   

0.0 

1.0 

11.8 

21.6 

9.8 

52.9 

2.9 

0% 20% 40% 60%

１年生の間

２年生まで

３年生まで

４年生まで

５年生まで

６年生まで

不明・無回答

小学生（N=102）

78.7 

5.8 

25.2 

59.6 

5.4 

2.4 

16.0 

0.0 

6.5 

2.0 

82.8 

7.3 

34.0 

68.4 

3.5 

3.8 

10.4 

0.0 

4.7 

0.9 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

自宅

祖父母宅

友人・知人宅

習い事

児童館

放課後子ども教室

学童保育所

シルバー人材センターによる

子育て支援サービス

その他

不明・無回答

今回調査（N=539）

前回調査（N=424）

55.7 

96.1

41.2 

2.0 

3.1 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

（N=1,068）

小学生

（N=102）

利用したい 利用する必要はない

不明・無回答
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65.3 32.7 2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前

（N=1,068）

栗東市で育てたい

栗東市では育てたくない

不明・無回答

51.2 

7.2 

20.7 

8.0 

2.2 

12.3 

8.3 

21.4 

2.7 

14.8 

2.9 

7.0 

32.4 

22.5 

3.3 

55.6 

6.6 

17.1 

3.3 

3.6 

18.3 

11.1 

17.7 

4.5 

20.1 

6.6 

7.2 

26.4 

21.3 

2.7 

0% 20% 40% 60%

自然があるから

まちに活気があるから

保育環境が整っているから

子育てに関する情報が

豊富だから

文化が豊かだから

学校の環境が整って

いるから

防犯・防災面で安全性が

高いから

遊び場がたくさんあるから

塾がたくさんあるから

近所のつきあいが活発

だから

子ども会などのグループ

活動が活発だから

人情味があるから

風土がのんびりしている

から

その他

不明・無回答

就学前調査（N=697）

小学生調査（N=333）

5.4 

17.8 

52.7 

1.1 

5.4 

2.3 

34.7 

15.2 

37.5 

7.2 

5.4 

4.3 

37.2 

0.0 

2.1 

15.5 

37.1 

15.5 

5.2 

0.5 

35.1 

6.7 

21.1 

10.8 

4.1 

4.6 

54.1 

2.1 

0% 20% 40% 60%

自然にふれる機会

が少ないから

まちに活気がないから

保育環境が整って

いないから

子育てに関する情報が

希薄だから

芸術・文化にふれる機会

が少ないから

風俗営業などの刺激的

なものが多いから

学校の環境が整って

いないから

交通・犯罪・災害などで

危険だから

遊び場が少ないから

近所のつきあいが

わずらわしいから

子ども同士のつながり

がうすいから

人情味がないまちだから

その他

不明・無回答

就学前調査（N=349）

小学生調査（N=194）

（６）子育て支援全般について 

 ① 今後も栗東市で子どもを育てたいという意向について 

  今後も栗東市で子どもを育てたいという意向については、就学前の65.3％、小学生の61.8％

が「栗東市で育てたい」としています。栗東市で子育てしたい理由については、就学前、小学

生ともに「自然があるから」が半数を超えています。 

  一方、栗東市で子育てしたくない理由については、就学前の 52.7％、小学生の 37.1％が「保

育環境が整っていないから」と回答し、「その他」を除くと最も高くなっています。 

【就学前調査】     【小学生調査】 

 

 

 

 

 

 

 

《栗東市で子育てしたい理由》      《栗東市で子育てしたくない理由》 

 

   

61.8 36.0 2.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学生

（N=539）

栗東市で育てたい

栗東市では育てたくない

不明・無回答
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  第３章 第１期計画の進捗状況と課題 

１ 第１期計画における⾒込み量と実績値との⽐較 

（１）幼児期の教育・保育の提供状況 

① １号認定（３～５歳児）幼児期の教育 

３～５歳児で保育の必要性がない子ども（主に、専業主婦（夫）または短時間のパートタイ

ム就労など）及び、保育の必要性はあるが幼稚園教育の希望が高いと推定される子どもに対し、

就学前教育を実施する事業です。 

平成 27 年度、平成 28 年度、平成 29 年度で実績が量の見込みを上回りましたが、確保方

策の範囲内となっています。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 1,367 1,319 1,311 1,276 1,292 

確保方策 人 1,645 1,645 1,645 1,645 1,645 

実績 
（入園申込者数） 人 1,426 1,351 1,333 1,245 1,198 

（４月１日の園児数） 人 1,426 1,351 1,333 1,245 1,298 

資料：幼児課 

 

② ２号認定（３～５歳児）保育の実施 

３～５歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパートタイム就労な

ど）に対し、保育を実施する事業です。 

いずれの年度も、実績が量の見込みを下回りました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 1,009 974 969 942 954 

確保方策 人 1,009 1,009 1,009 1,009 1,009 

実績 
（入園申込者数） 人 858 864 871 901 938 

（４月１日の園児数） 人 856 859 866 892 935 

資料：幼児課 
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④  ３号認定（０歳児） 

  ０歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパートタイム就労など）

に対し、保育を実施する事業です。 

平成 29 年度は入園申込者数が量の見込み、確保方策を上回りました。０歳児の保育ニーズ

が高くなっていることから、中間年にあたる平成 29 年度に平成 30 年度以降の量の見込みと

確保方策の見直しを行いました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 83 84 85 115 115 

確保方策 人 87 87 87 97 115 

実績 
（入園申込者数） 人 68 69 100 95 114 

（４月１日の園児数） 人 67 64 72 80 93 

資料：幼児課 

 

⑤  ３号認定（１・２歳児） 

  １・２歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパートタイム就労な

ど）に対し、保育を実施する事業です。 

平成 28 年度、平成 29 年度で４月１日の園児数が量の見込み、確保方策を上回りました。

１、２歳児の保育ニーズが高くなっていることから、中間年にあたる平成 29 年度に平成 30

年度以降の量の見込みと確保方策を見直しました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 462 469 465 578 581 

確保方策 人 472 472 472 500 549 

実績 
入園申込者数 人 484 526 526 576 597 

（４月１日の園児数） 人 466 478 487 500 540 

資料：幼児課 
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（２）地域子ども・子育て支援事業の提供状況  

① 延長保育事業 

  11 時間の開所時間を超えて保育を実施する事業です。いずれの年度も実績が量の見込みを

下回りました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 334 330 329 326 329 

確保方策 人 334 330 329 326 329 

実績（年度末） 人 312 323 304 275 - 

                                    資料：幼児課 

 

② 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり） 

  幼稚園在園児の保護者の就労時間等の都合によって、閉園時間後も引き続き預かる事業です。 

いずれの年度も実績が量の見込み、確保方策を上回りました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人日 12,017 11,577 11,492 11,206 11,342 

確保方策 人日 12,017 11,577 11,492 11,206 11,342 

実績（年度末） 人日 12,837 13,454 14,085 11,339 - 

 資料：幼児課 

 

③ 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり以外） 
家庭において保育を受けることが一時的に困難となった子どもを一時的に預かる事業です。 

平成 27 年度、平成 28 年度で実績が量の見込み・確保方策を上回りました。シルバー人材

センターが実施している「マロンばあばのおうち」のニーズが高くなっています。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 延べ人数 1,985 2,006 1,999 2,014 2,022 

確保方策 延べ人数 1,985 2,006 1,999 2,014 2,022 

実績 

（年度末） 

保育園 延べ人数 1,759 1,672 323 174 - 

シルバー 
人材センター 

延べ人数 228 426 424 680 - 

計 延べ人数 1,987 2,098 747 854 - 

                   資料：幼児課、子育て応援課   
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④ 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

  保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や長期休業期間中などに適切

な生活の場を提供し、健全育成を図る事業です。 

  年々、利用人数が増えています。増加が著しい小学校区において、中間年にあたる平成 29 年

度に、平成 30 年度以降の量の見込みと確保方策を見直しました。（各所別の状況はＰ18 参照） 

市全体 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 700 683 668 863 873 

確保方策 人 806 795 794 1,010 1,023 

実績（４月１日現在） 人 649 699 765 792 853 

                                資料：子育て応援課 

 

⑤ 地域子育て支援拠点事業 

  子育て支援の拠点として、親子が気軽に集える場の提供と、子育て負担感の軽減と不安感の

解消をめざし、子育て相談や情報提供を行います。 

 平成 28 年度は実績が量の見込み・確保方策を上回りました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 延べ人数 65,546 66,325 66,117 66,636 66,999 

確保方策 
延べ人数 45,000 66,325 66,117 66,636 66,999 

か所 3 6 6 6 6 

実績（年度末） 
延べ人数 48,972 66,861 62,199 49,484 - 

か所 3 4 4 4 - 

資料：子育て応援課 

 

⑥  子育て短期支援事業（ショートステイ） 

  保護者の病気などの理由により、養育が一時的に困難となった場合や緊急一時的に保護を必

要とする場合に、児童養護施設などで子どもを一時的に預かります。 

１か所を確保していますが、利用はありません。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 延べ人数 6 6 6 6 6 

確保方策 
延べ人数 6 6 6 6 6 

か所 1 1 1 1 1 

実績（年度末） 
延べ人数 0 0 0 0 - 

か所 1 1 1 1 - 

                              資料：子育て応援課 
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⑦ 病児・病後児保育事業 

保護者の就労等の都合により、病気の回復期にある集団保育を受けることが困難な子どもを、

専用施設で一時的に預かり安静を確保し保育する事業です。 

「きづきクリニックチャイルドハウス」と草津市との相互利用協定による「オルミス」に加

え、平成 29 年度より「陽だまり」にて実施しました。中間年にあたる平成 29 年度に、平成

30 年度以降の確保方策を見直しました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 延べ人数 212 210 209 207 209 

確保方策 
延べ人数 212 210 209 500 500 

か所 2 2 2 3 3 

実績（年度末） 
延べ人数 223 194 176 259 - 

か所 2 2 3 3 - 

                                      資料：子育て応援課 

 

⑧ 妊婦健康診査 

  安心して妊娠、出産ができるよう妊婦健康診査にかかる費用を助成することにより、妊婦の

健康管理の充実を図ります。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 1,640 1,640 1,640 1,640 1,640 

実績（年度末） 人 1,349 1,428 1,356 1,408 - 

                                  資料：健康増進課 

 

⑨ 乳児家庭全戸訪問事業 

  生後４か月までの乳児のいる家庭を助産師、または保健師が訪問し、子育てに関する相談や

支援を行いました。 

 単位 
平成 

27 年度 
平成 

28 年度 
平成 

29 年度 
平成 

30 年度 
平成 

31 年度 

量の見込み 人 877 883 889 897 897 

実績（年度末） 人 535 537 531 631 - 

                                  資料：健康増進課   
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⑩ 養育支援訪問事業 

支援が必要な家庭に対し、保健師や家庭児童相談員が訪問し、相談や助言を行います。平成

27 年度以降、量の見込みを上回る実績となっています。中間年にあたる平成 29 年度に、平

成 30 年度以降の量の見込みを見直しました。 
 単位 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

平成 
31 年度 

量の見込み 人 35 35 35 110 110 

実績（年度末） 人 91 116 119 125 - 

                               資料：健康増進課、子育て応援課 

⑪ 利用者支援事業 

妊娠・出産・育児等に関する相談・支援を行うとともに、教育・保育施設や地域子ども・子

育て支援事業を円滑に利用できるよう、情報提供や相談、助言などを行います。平成 28 年度

から「母子保健型」を実施しました。 

 
単位 

平成 
27 年度 

平成 
28 年度 

平成 
29 年度 

平成 
30 年度 

平成 
31 年度 

量の見込み か所 1 1 1 2 2 

確保方策 か所 1 1 1 2 2 

実績 か所 1 2 2 2 - 

資料：子育て応援課、健康増進課 

 

⑫ 実費徴収にかかる補足給付を行う事業 

  世帯の所得状況を勘案して定める基準に基づき、特定教育・保育事業を受けた場合にかかる

日用品や文房具その他教育・保育に必要な物品の購入に要する費用または特定教育・保育にか

かる行事への参加に要する費用の全部または一部を助成するもので、平成 28 年度から事業を

行っています。 

  令和元年 10 月からの幼児教育・保育の無償化にあわせ、対象施設、対象者について一部見

直しが行われました。 

  対象施設：新制度未移行幼稚園追加 

  対象者：生活保護世帯→低所得世帯へ変更 

 

 ⑬ 多様な主体が参入することを促進するための事業 

  平成 29 年度より地域型保育事業の円滑な運営、保育の質の維持と安定的な保育の継続を目

的に巡回指導を行っています。 

  （運営にあたっての職員に対する相談・助言・連絡調整等の支援を実施）  
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  ２ 現状とニーズ調査結果を踏まえた課題 

 

《１》両親がともに子育てを担う仕組みづくり 

ニーズ調査結果によると、母親が子育てを担っている割合が依然として高く、「父母ともに」

の割合が上昇していません。育児休業を取得した父親はわずかです。一方、出産後も働き続け

る母親が増えていることから、子育てを両親がともに担うことが重要になってきています。妊

娠期から両親がともに子育てを担うという意識づくりを行うとともに、父親が子育てに参画し

やすいよう、情報提供や仕掛けづくりが必要です。 

《２》地域で子育てを支える仕組みづくり 

日頃、子どもをみてもらえる親族・知人について、就学前の 18.7％、小学生の 17.1％が「い

ずれもいない」と回答しています。気軽に相談できる人や場所についても、わずかですが「い

ない／ない」と回答しています。通勤の利便性が高いなどで他府県から移り住んできた人の多

い地域では、近くに知り合いが少ないことも想定されるため、子育て世帯の孤立化を防ぐ取組

が必要です。身近に相談できる窓口や地域の子育て支援についての情報提供や気軽に参加でき

る場づくりを行い、地域全体で子育てできる環境づくりが求められます。 

《３》増加する保育ニーズに対応できる教育・保育の充実 

子どもの人口の増加に歯止めがかかり、小学生以下の児童数は減少しているものの、保育ニ

ーズは年々高くなっています。特に、都市部への通勤が便利な地域では、今後も保育ニーズの

増加が見込まれます。また、幼児教育・保育の無償化により、保育園への入所希望者が今まで

以上に増える可能性があります。今後においても、保育ニーズの的確な把握に努めるとともに、

私立保育園の誘致や認定こども園への移行や誘致、民設学童保育所の設置などの施設整備や、

保育・教育の担い手である保育士・幼稚園教諭の確保が求められます。 

《４》多様化する保育ニーズへの対応 

共働き家庭の増加や核家族化の進展など、家庭の状況の変化に対応できる子育て支援が求め

られます。仕事と子育ての両立に向けた保育サービスの充実に加え、子育てに対して祖父母等

の支援が得られない家庭に対しては、一時預かり事業やファミリーサポート事業などの公的な

支援策が必要です。 

《５》支援の必要な子どもへの対応 

障がいのある子どものいる家庭やひとり親家庭、虐待のおそれのある家庭など、より一層の

支援を必要とする家庭があります。本市では、さまざまな機関が連携し、支援を行っています

が、発達障がいや医療的ケアが必要な児童など、対象となる児童や家庭の状況が多様化してい

ます。今後においても、個々に応じた支援が必要であるため、さらに関係機関と連携を密にし

ながら、支援体制を強化していくことが求められます。 
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第４章 計画の基本的な考え方 

１ 計画の基本理念 

 次代を担う子どもたちの権利と利益が最大限に尊重され、子どもたちが健やかに生まれ育つま

ち、誰もが安心して喜びと生きがいをもって子育てができるまちの実現をめざし、子ども・子育

て支援法及び子ども・子育て支援法に基づく基本指針と栗東市子ども・子育て支援事業計画にお

ける３つの視点を踏まえて、以下のように基本理念を設定します。 
  〜子ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう〜 

２ 計画策定の視点 

１ 子どもの視点に立ち、一人ひとりの子どもの人権を尊重する視点 

 子ども・子育て支援に関する施策については、児童の権利に関する条約や児童憲章にもうたわ

れているように、一人ひとりの子どもの権利を最大限に尊重し、健やかな育ちを等しく保障する

ことが重要です。 

 将来の社会を築き、支えていく重要な担い手である子どもたちが、社会の一員として尊重され、

自己実現を図ることができるよう、大人の視点だけで考えるのではなく、子どもの視点に立ち、

「子どもの最善の利益」が実現されるよう、すべての子どもの心身の健やかな育ちを温かく見守

り支援します。 

 

２ 子どもの健やかな成長と子育て家庭を支援する視点 

 家庭は子どもが最も安らげ、かつ子どもの健やかな育ちにとって最も重要な場所であることか

ら、家庭における子育て力の向上が必要です。 

 保護者の子育てに対する負担や不安、孤立感を和らげ、安心して子どもを生み育てることがで

きるよう、施策の充実を図り、子育てや子どもの成長に喜びや生きがいを感じることができるよ

う、親としての成長を支援します。 

 

３ 社会全体で、子どもと子育てを支援する視点 

 子育てについての第一義的な責任は保護者にありますが、核家族化の進展や地域のつながりの

希薄化、就労環境など子どもの育ちや子育て家庭を取り巻く環境が変化しており、子育ては家庭

だけでなく、社会全体で取り組むことが求められています。また、児童虐待の深刻化など、厳し

い状況を抱える子どもたちを社会で支援することも課題となっています。家庭、地域、職域、行

政がそれぞれの役割を果たすとともに、連携・協力し、子どもと子育てを支援します。 
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  ３ 計画の基本目標 

 本計画では、基本理念「～子ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう～」を実現するた

めに、次の４つを基本目標として設定します。 

 

 

基本目標１基本目標１基本目標１基本目標１ 安心して子どもを生み育てられる施策の推進 

  すべての子育て家庭が、安心と喜びを実感しながら子どもを生み育てられるように、妊娠・

出産期から切れ目のない支援を行います。また、両親がともに子育てと仕事を担うことができ

るよう、市民や事業所などに対し、「ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）」に関する

考え方の普及・啓発を推進するとともに、子育ての男女共同参画を支援します。 

  この目標のもとで推進する基本施策 

  １ 母子の健康保持と健やかな成長の支援 

  ２ 子育ての不安解消と仲間づくりの支援 

  ３ 仕事と家庭の両立の推進 

 

 

基本目標２基本目標２基本目標２基本目標２ 子どもの健やかな育ちを支える環境づくり 

  保護者の就労状況や家庭の環境が変化するなかにおいて、子どもたちが「家庭」において心

身ともに健やかに養育され、その個性と可能性を最大限に発揮でき、元気で自由に生き生きと

学び遊ぶことのできる環境づくりのため、多様な子育て支援の充実を図ります。 

  この目標のもとで推進する基本施策 

  １ 就学前の教育・保育の総合的な提供 

  ２ 児童の放課後の過ごし方への支援 

  ３ 地域における多様な子育て支援の充実 

  ４ 子育て家庭への経済的負担の軽減 
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基本目標３基本目標３基本目標３基本目標３    すべての子どもの人権を尊重するまちづくり 

  すべての子どもは「子どもの権利条約」にもうたわれているように、適切な養育を受け、健

やかな成長・発達や自立が保障される権利があります。障がいや疾病、虐待、貧困、家族の状

況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子どもやその家族を含め、一人ひとりの子

どもの健やかな育ちを等しく保障することが必要です。年齢や発達の程度に応じてその意見が

十分に尊重され、最善の利益を考慮され、心身ともに健やかに成長できるよう施策の推進を図

ります。 

  この目標のもとで推進する基本施策 

  １ 子どもの権利を守る取り組みの推進 

  ２ 支援を必要とする児童と家庭を支える取り組みの推進 

 

 

 

基本目標４基本目標４基本目標４基本目標４ 子どもの成長と親としての成長を支え合う環境づくり 

  地域や社会が、保護者に寄り添い支えることによって、保護者が子育てに楽しさや喜びを実

感するとともに、自己肯定感を持ちながら子育てができるような環境づくりをめざします。ま

た、子どもたちが伸び伸びと活動し、主体性や創造性を豊かに養うことができるよう、交流の

機会や体験活動を提供していきます。 

  この目標のもとで推進する基本施策 

  １ 家庭や地域の教育力の向上 
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  ４ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〜子ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう〜 
 

１１１１    安心して子どもを生み育てられる施策の安心して子どもを生み育てられる施策の安心して子どもを生み育てられる施策の安心して子どもを生み育てられる施策の推進推進推進推進    

２２２２    子どもの子どもの子どもの子どもの健やかな健やかな健やかな健やかな育ちを支える環境づく育ちを支える環境づく育ちを支える環境づく育ちを支える環境づくりりりり    

３３３３    すべてのすべてのすべてのすべての子どもの人権を尊重するまちづくり子どもの人権を尊重するまちづくり子どもの人権を尊重するまちづくり子どもの人権を尊重するまちづくり    

４４４４    子子子子どもの成長と親としてのどもの成長と親としてのどもの成長と親としてのどもの成長と親としての成長成長成長成長を支え合う環境づくりを支え合う環境づくりを支え合う環境づくりを支え合う環境づくり    

１ 母子の健康保持と健やかな成長の支援 

２ 子育ての不安解消と仲間づくりの支援 

３ 仕事と家庭の両立の推進 

１ 就学前の教育・保育の総合的な提供 

２ 児童の放課後の過ごし方への支援 

３ 地域における多様な子育て支援の充実 

４ 子育て家庭への経済的負担の軽減 

１ 子どもの権利を守る取り組みの推進 

２ 支援を必要とする児童と家庭を支える 

取り組みの推進 

１ 家庭や地域の教育力の向上  

①母子保健事業の実施 

①子育てのネットワークづくり 

②子育ての相談・支援体制の充実 

①ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活 

の調和）の推進 

②男女共同参画による子育ての推進 

①保育サービスの充実 

②就学前教育の充実 

③幼児教育・保育と小学校との連携・接続 

①放課後児童の健全育成の充実 

①子育て支援サービスの充実 

①保育料の無償化及び手当の支給や医療費 

の助成 

①子どもの交流や体験活動の充実 

②保護者の学びへの支援 

①児童虐待防止ネットワーク活動の充実・ 

強化 

②障がいのある児童への支援 

③さまざまな家庭や児童への支援 

①子どもの意見を反映したまちづくり 

計画策定の視点 

基本理念 

①子どもの視点に立ち、一人ひとりの子どもの人権を尊重する視点 

②子どもの健やかな成長と子育て家庭を支援する視点 

③社会全体で、子どもと子育てを支援する視点 
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  第５章 施策の方向 

１ 安心して子どもを生み育てられる施策の推進 

１-１ ⺟⼦の健康保持と健やかな成⻑の⽀援 

〔現状と課題〕 

安心して子どもを生み育てるためには、妊娠期から出産・子育てまで切れ目のない支援が必要

です。子育てを相談したり、手伝ってもらう親族が身近にいない家庭も増えていることから、妊

娠期から乳幼児期に至る継続した健診、相談事業を行うとともに、支援が必要な児童と家庭には

早い段階で適切な支援を行うことが求められます。発育・発達支援など、保護者の不安解消と疾

病予防に取り組みます。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①母子保健事業の実施 

子どもを安心して生み育てられ、子ども自身が健やかに成長できるよう、母と子の健康の増進

を図ります。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 母子健康手帳の交付 妊娠と診断された人に対し、母子の健康状態を

管理し、子育て情報を掲載した母子健康手帳を

交付します。 

健康増進課 

２ 妊婦健康診査 妊娠中の母と子の健康管理を行うため、妊婦健

康診査費用を助成します。 

健康増進課 

３ 養育医療給付事業 入院を必要とする未熟児に対し、その養育医療

に要する費用を給付します。 

健康増進課 

４ 乳幼児健康診査 乳幼児健診（4か月・10か月・1歳6か月・2歳

6か月・3歳6か月）月10回（年120回）を実施

し、疾病や障がいの早期発見と乳幼児の健全な

発育・発達を促します。 

健康増進課 

５ 乳幼児福祉医療費 

助成制度 

【関連】2-4 ① 

小学校就学前の子どもを対象として、保健の向

上と福祉の増進を図ることを目的に、保険診療

内の医療費を助成します。 

保険年金課 

６ 健康相談 保健センターとコミュニティセンターにおい

て、乳幼児の成長や育児・離乳食の相談に応じ、

適切な保健指導を行います。 

健康増進課 

７ 乳児家庭全戸訪問 

事業 

生後4か月までの乳児のいる家庭を訪問し、子

育てに関する相談や、支援が必要な家庭に対し

ては適切なサービス提供につなげます。 

健康増進課 
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 事業 事業内容 担当課 

８ 養育支援訪問事業 

 

 

【関連】3-2 ① 

養育支援が特に必要な家庭に保健師や家庭児童

相談員などが訪問し、養育に関する相談・支援

を行います。 

健康増進課 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 
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１-２ ⼦育ての不安解消と仲間づくりの⽀援 

〔現状と課題〕 

子育てに不安や悩みを抱える父親・母親は少なくありません。保護者の孤立を防ぎ、不安や負

担感を軽減する上では、気軽に相談できる場があることに加え、子育て中の保護者同士の交流が

有効です。 

本市では、地域子育て支援センターや児童館で子育てについての相談に応じているほか、子育

て講座や交流活動を通じて保護者のネットワークづくりを進めています。また、シルバー人材セ

ンターや子育てサークルとの協働で子育て支援活動を行っていますが、活動を終了するサークル

が年々出てきており、自主的な活動が継続できるサークルの育成が課題となっています。そのほ

か、子育て支援ガイドやホームページを使った情報提供を行っています。 

今後も、保護者同士あるいは世代間交流の機会の創出を図ります。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①子育てのネットワークづくり 

子育て家庭の孤立を防ぐため、地域子育て支援センターを核とし、子育てサークル等とも協働

し、親同士の交流や三世代交流の機会をつくります。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 地域子育て支援 

センター事業 

 

【関連】2-3 ① 

本市の子育て支援の中核施設として、子育て支

援施設と連携・協力し、子育てに関わる相談や

子育て講座などの各事業を実施するとともに、

子育てサークルの育成、支援を行います。 

子育て応援課 

２ 児童館子育て支援 

事業 

【関連】2-3 ① 

遊びや子育て親子の交流の場の提供、相談事業

などを通じて、子育て支援、親育ちを支える活

動を実施します。 

子育て応援課 

３ 子育てサークル等と

の協働事業 

子育てや保護者に対する支援を目的としたサー

クルなどの育成や、協働事業の実施に取り組み、

地域における子育て支援活動を推進します。 

子育て応援課 

４ 「おでかけシルバー

ママ・パパ」の開催 

 

（シルバー人材セン

ターの事業） 

  

 

 

【関連】4-1 ① 

シルバー人材センターの地域に貢献される取り

組みに対し事業の実施および運営を支援しま

す。 

子育て世代を対象に、人生や子育て経験の豊か

なシルバーママ・パパとのふれあいの場を提供

し、「三世代交流」や「地域社会との関わり」の

糸口づくりに取り組み、子育てのストレスを軽

減することを目的として各児童館に出かけて事

業を実施します。 

商工観光労政課 

子育て応援課 
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②子育ての相談・支援体制の充実 

子育ての悩みに対し、多様な窓口で多様な方法による相談が受けられるよう体制整備を図ると

ともに、相談窓口の情報提供を充実させます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 家庭児童相談 児童・家庭における児童の養育相談及びあらゆ

る問題について相談に応じます。要保護児童等

の相談、児童虐待の相談および支援を行い、ま

た必要に応じ専門機関を紹介します。 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 

２ 子育て相談 保育園、幼稚園、幼児園、ひだまりの家、地域子

育て支援センター、児童館において、子育て中

の保護者からの、健康やしつけ等に関する相談、

育児についての不安や悩み・疑問などに関して、

相談と支援を行います。 

幼児課 

子育て応援課 

ひだまりの家 

３ 子育て情報の収集・ 

提供 

【関連】２-1 ② 

    ４-1 ② 

子育てに関する制度や身近な地域の育児情報を

収集し、子育て支援ガイド、地域子育て支援セ

ンターによる情報紙、広報、ホームページ、フ

ェイスブックなどにより提供します。 

子育て応援課 

４ 教育相談 学齢期にある子どもの学習・生活に関わる相談

や検査、関係機関の紹介を行います。 

学校教育課 
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１-３ 仕事と家庭の両⽴の推進 

〔現状と課題〕 

子育てを行う上では、仕事と家庭の調和、いわゆる「ワーク･ライフ･バランス」が重要です。

長時間労働を抑制し、男女を問わず、子育て世代に合った働き方をすることで、充実した子育て

ライフが送れます。 

事業者に対し、国が推進する長時間労働の是正や「働き方改革」について啓発を行うとともに、

育児休業についての普及啓発にも取り組みます。また、子育てに関わりたいと望むものの、その

方法がわからない父親を対象に、子育てについての情報提供や子育て講座の開催など、父親が子

育てに参画しやすい仕掛けづくりに取り組みます。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推進 

仕事と家庭生活とを両立するため、男女ともに働き方の見直しを含め仕事をもつ親ができる限

り長い時間子育てに関われるよう、企業等に対し子育てしやすい就労環境の啓発に努めます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 働き方改革の推進 職業生活や家庭生活及び地域活動に男女がとも

に参画できるよう、事業所に対して、時間外労

働の限度や年次有給休暇の確実な取得が図られ

るための啓発を行います。 

商工観光労政課 

２ 育児休業制度の 

普及 

育児休業制度の定着を図り、利用しやすい環境

づくりを企業とともに進めます。 

商工観光労政課 

３ 就労支援の促進 

 

 

 

【関連】3-2 ③ 

働く意欲がありながらさまざまな阻害要因を抱

える就職困難者や、就労意欲のあるひとり親家

庭の保護者を対象に、就労支援相談員による相

談、求人情報の提供や職業訓練への誘導などの

支援を関係機関と連携して実施します。 

商工観光労政課 
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②男女共同参画による子育ての推進 

男性の育児参画を進めるため、企業や地域社会に対する啓発を進めるとともに、父親が子育て

に参画しやすい取り組みを推進します。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 男性の育児休業取得

の啓発 

男性の育児休業取得を推進するため、事業所及

び従業員に対して啓発を行います。 

商工観光労政課 

２ 男女共同参画の視点

による学習の推進 

あらゆる分野にともに参画し、役割も責任も分

かち合い、仕事と家庭・地域活動を両立し、協

力しあえる社会づくりに向けて事業を展開しな

がら啓発を行います。 

自治振興課 

３ 父子手帳の配布 妊娠、出産、育児に対する心構えと、協力のし

かたなど父親向けの育児情報を提供します。 

健康増進課 

４ 

 

男性対象の子育て 

講座の開催 

子育ての方法について学ぶ子育て講座を開催し

ます。 

子育て応援課   
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  ２ 子どもの健やかな育ちを支える環境づくり 

2-1 就学前の教育・保育の総合的な提供 

〔現状と課題〕 

本市では、平成 15 年度より、保育園と幼稚園のカリキュラムを一本化した乳幼児保育総合化

により、混合保育・交流保育を実施し、さらに平成 22 年度に「保育教育課程」、平成 31 年度に

「保育教育全体計画」を作成し、就学前の一貫した保育・教育の提供を行っています。 

児童数は緩やかに減少してきていますが、出産後も働き続ける女性が増えたことにより、保育

ニーズは年々増加しています。特に低年齢児の保育ニーズが高く、小規模保育施設や家庭的保育

施設を誘致していますが、待機児童の解消には至っていない状況です。 

さらに、令和元年５月に子ども・子育て支援法が改正され、３歳から５歳までの幼児教育・保

育料及び一時預かり事業等や、障がいのある児童の発達支援等の利用料が無償化されました。ま

た、市外から移り住む人が多い地域やマンションなどの集合住宅が開発される地域での保育ニー

ズが高くなっており、地域ごとのニーズの把握が必要となっています。多様化する保育ニーズに

柔軟に対応できる施設整備や保育士の確保が求められます。 

 
 

〔施策の方向と主な事業〕 

①保育サービスの充実 

子どもの健やかな育ちを保障していくため、発達段階に応じた質の高い教育・保育及び子育て

支援の提供に努めるとともに、待機児童解消に向けた保育環境の整備を進めます。 
 

 事業 事業内容 担当課 

１ 

 

保育料無償化の実施 

 

 

【関連】２-４ ① 

子育て世帯の負担軽減を図るため、３歳から５

歳のすべての保育料を無償化します。市民税非

課税世帯に対しては、０歳から２歳児までの保

育料も無償化します。 

幼児課 

２ 民間保育所運営補助 就学前保育環境を整えるため、法人立認可保育

園への運営支援を継続します。 

①保育園用地等施設の賃借料に対する補助 

②保育実施児童の災害補償加入に対する補助 

③就学指導委員会より要支援児童として、保育者

の加配が答申された場合の加配に対する補助 

④低年齢児保育の保育士配置に対する補助 

⑤保育士資格を有しない方を保育支援者として

雇用・活用することへの補助 

⑥事業者が保育士のための宿舎を借り上げた場

合の家賃を補助 

⑦保育園児の受入人数増のための新たに保育士

を雇用する場合の費用を補助 

幼児課 

 



                           

45 

 

 事業 事業内容 担当課 

３ 

 

教育・保育支援アド

バイザーの配置等 

教育・保育に関する専門性を有する保育支援ア

ドバイザーを配置し、巡回指導等を行います。 

幼児課 

４ 保育園・幼稚園 

・幼児園の環境整備 

老朽化した施設の整備や低年齢児保育に適した

改修、耐震化等の推進について、改修計画を定

め年次的に行います。 

幼児課 

５ 待機児童対策 

 

保育ニーズの的確な把握に努め、保育施設の整

備などを計画的に実施し、待機児童解消に取り

組みます。 

幼児課 

６ 一時預かり事業 

（保育園での預かり

保育） 

保護者の就労や、疾病・出産、子育てからのリ

フレッシュなど一時的に家庭での保育が困難と

なる児童に対し、保育園での預かり保育への支

援をします。 

幼児課 

７ 一時預かり事業 

（幼稚園での預かり

保育） 

核家族や家庭の一時的な事情による子育て支援

のために、幼稚園在園児に対して通常の保育終

了後の 14 時から 16 時までの間、事前申し込

みにより預かり保育を実施します。 

※施設等利用給付の認定を受けた人は、申請に

より保育料無償化の対象となります。 

幼児課 

８ 延長保育事業 保護者の多様な就労形態に対応するため、保育

園の開所時間から概ね 30 分～２時間延長する

保育に対する支援を行います。  

幼児課 

９ 休日保育事業 保護者の多様な就労形態に対応するため、休日

保育に対する支援を行います。  

幼児課    
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②就学前教育の充実 

保育園・幼稚園・幼児園等において、保育・教育の質の向上を図りつつ、保育教育全体計画に

よる一貫した保育・教育のもと、就学前教育の充実に取り組みます。また、保護者の子育てを支

援するため子育てに関する情報の提供に努めます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 保育・教育に係る 

研修の実施 

保育・教育に携わる保育士・幼稚園教諭が、園

内外で開催される各種研修に参加することで、

より専門的な保育・教育が提供できるようスキ

ルアップを図ります。 

幼児課 

２ すくすく育つりっと

うっ子 保育教育全

体計画に基づく保育

教育の提供 

保育園、幼稚園、公立法人立を問わず、同じ栗

東市の次代を担う子どもとして、すくすく育つ

りっとうっ子保育教育全体計画に基づき、年齢

に応じた支援を行い、より良い保育・教育を提

供します。 

幼児課 

３ 園児・保護者への 

安全指導 

保育園・幼稚園・幼児園にて防犯、交通安全教

育に取り組みます。 

幼児課 

４ 園だよりの発行 

【関連】4-1 ② 

折々の園情報や園児の状況を発信し、保育への

理解を求めるとともに家庭との連携を図ります。 

幼児課 

５ 保護者研修会 各園において、より良い子育てについて学ぶ機

会として、保護者会との連携により研修会など

を実施します。 

幼児課 

６ 子育て情報の収集・

提供 

【関連】1-2 ② 

4-1 ② 

子育てに関する制度や身近な地域の育児情報を

収集し、子育て支援ガイド、地域子育て支援セ

ンターによる情報紙、広報、ホームページ・フ

ェイスブックなどにより提供します。 

子育て応援課 
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③幼児教育・保育と小学校との連携・接続 

保育園・幼稚園・幼児園から小学校生活への円滑な移行を図るため、両者の連携・連絡を密に

するとともに、各園・学校の子ども同士の交流の機会を確保します。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 保幼小連絡会 小学校区ごとに、保育園・幼稚園・幼児園と小

学校が連携し、保育・授業公開、研究協議など

を行い、教育内容や教育方法の連続性を相互に

理解し、小学校への円滑な接続につなげます。 

幼児課 

学校教育課 

２ 幼児と児童の交流促

進 

保育園・幼稚園・幼児園児と小学生の交流を積

極的に行い、異年齢の子どもが学びあう経験と

機会を多くもち、小学校への円滑な接続につな

げます。 

幼児課 

学校教育課 
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2-2 児童の放課後の過ごし方への支援 

〔現状と課題〕 

共働き家庭及び核家族家庭の増加に伴い、低学年だけでなく、高学年においても放課後におけ

る保育ニーズが高まっています。本市においては、小学校区ごとに学童保育所を設置しています。

その他、地域住民の協力による放課後子ども教室や、障がい児地域活動支援事業の実施により、

放課後における子どもの居場所づくりにつながっています。 

学童保育所の利用者増への対応や、放課後を安全に過ごすことができる環境づくりが必要です。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①放課後児童の健全育成の充実 

保護者の就労等に対応し、児童が放課後に安全かつ安心して過ごせるよう、学童保育所の量の

確保を図りつつ、質の向上に努めます。また、放課後を安全に過ごすことができる居場所づくり

に取り組みます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 放課後児童健全育成

事業（学童保育所） 

保護者が仕事等により昼間家庭にいない小学生

に対し、放課後や、春休み・夏休み・冬休みなど

の学校休業日に、保護者に代わって適切な遊び

や生活の場を提供することで、児童の健全な育

成を図ります。 

子育て応援課 

２ 民間による学童保育

所の整備 

入所希望児童の増加と多様なニーズへの対応に

向け、民間による学童保育所の実施を推進しま

す。 

子育て応援課 

３ 

 

市立学童保育所の 

環境整備 

老朽化した施設の整備や入所児童の増加にあわ

せた改修を行い、安全に利用できる環境を整え

ます。 

子育て応援課 

４ 

 

児童館運営事業 放課後の児童の居場所として、子どもたちに健

全な遊びの場や機会を提供します。また、長期

休暇中において活動事業を行い、仲間づくりを

通して社会性・創造性・思いやりの心などを育

みます。 

また、利用しやすい児童館運営に向けた検討を

行います。 

子育て応援課 
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 事業 事業内容 担当課 

５ 放課後子ども教室 

 

 

【関連】4-1 ① 

小学校の体育館やコミュニティセンターなどを

活用し、地域の多様な人々の参画を得て、学習

やスポーツ・文化活動、地域住民との交流など

に取り組みます。 

生涯学習課 

６ 放課後等デイサービ

ス、日中一時支援 

  

【関連】３-２ ② 

障がいがある児童に対し、放課後や、春休み・

夏休み・冬休みなどの学校休業日に規則正しい

生活習慣を維持できるよう、療育活動や創作活

動を行います。 

障がい福祉課 
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2-３ 地域における多様な子育て支援の充実 

〔現状と課題〕 

共働き家庭及び核家族化の増加に加え、身近に子育てを相談したり、手伝ってもらう親族がい

ない子育て世帯が増えています。多様な働き方や、家庭の事情に応じたさまざまな支援が求めら

れています。 

地域子育て支援センターや児童館における支援事業、病後児保育事業などの他に、シルバー人

材センターによる子育て支援事業を実施しています。今後も、これらの事業の一層の充実が求め

られることから、ニーズに対応し、利用したい人の利便性に配慮しながら、必要な事業の質・量

両面の確保を図ることが必要です。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①子育て支援サービスの充実 

就労形態や家族形態の多様化に対応するよう、子育てをしている家庭の悩みの解消や、さまざ

まなニーズに対応した支援サービスを提供します。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 地域子育て支援 

センター事業 

 

【関連】1-2 ① 

本市の子育て支援の中核施設として、子育て支

援施設と連携・協力し、子育てに関わる相談や

子育て講座などの各事業を実施するとともに、

子育てサークルの育成、支援を行います。 

子育て応援課 

２ 児童館子育て支援 

事業 

【関連】1-2 ① 

遊びや子育て親子の交流の場の提供、相談事業

などを通じて、子育て支援、親育ちを支える活

動を実施します。 

子育て応援課 

３ 

 

児童館の維持補修 

 

老朽化した児童館の維持補修など子どもたちが

安全に利用できる環境を整備します。 

子育て応援課 

４ 病後児保育事業 

（きづきクリニック

チャイルドハウス） 

病気の回復期にあり、集団保育を受けることが

困難な子どもを病院に付設された専用施設で一

時的に預かり、安静を確保し、保育を行います。 

子育て応援課 

５ 子育て短期支援事業

（ショートステイ） 

（トワイライトステイ）

保護者の病気などの理由により、児童の養育が

一時的に困難となった場合や緊急的に保護を必

要とする場合に、児童養護施設などで一時的に

養育または保護します。 

子育て応援課 
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 事業 事業内容 担当課 

６ 高齢者活用子育て 

支援事業  

 

（シルバー人材セン

ターの事業）  

シルバー人材センターの地域に貢献される取り

組みに対し運営を支援します。 

《生活援助サービス事業》 

就学前の幼児及び就学児童に対し、在宅での子

守、保育施設への送迎、学童保育への迎え、乳

幼児健診の付き添いなどの事業を実施するとと

もに、産前・産後の家事援助、イベント会場で

の託児を実施します。  

商工観光労政課 

   《シルバーで一時預かり・マロンばあばのおうち》 

人生や子育て経験の豊かなシルバー人材センタ

ー会員が１歳～就学前の子どもを預かり、保護

者のストレスの軽減や、リフレッシュを図りな

がら、「三世代交流」及び「地域社会との関わ

り」の糸口づくりに取り組みます。  

 

７ 

 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 

ファミリー・サポート・センター事業の実施に

向けた検討を進めます。 

子育て応援課 
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2-４ 子育て家庭への経済的負担の軽減 

〔現状と課題〕 

子育て世帯の負担軽減と少子化対策として、子ども・子育て支援法が改正され、３歳から５歳

までの幼児教育・保育料及び一時預かり事業等や、障がいのある児童の発達支援等の利用料が無

償化されました。経済的負担の軽減につながるよう、児童手当の支給や医療費助成についても、

法令等に基づき継続的に取り組むことが必要です。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①保育料の無償化及び手当の支給や医療費の助成 

子ども・子育て支援法の改正に基づく保育料の無償化を行います。また、国の制度に基づき、

必要な手当の支給を行うとともに、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費などの助成に努

めます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 

 

保育料無償化の実施 

 

 

【関連】２-1 ① 

子育て世帯の負担軽減を図るため、３歳から５

歳のすべての保育料を無償化します。市民税非

課税世帯に対しては、０歳から２歳児までの保

育料も無償化します。 

幼児課 

２ 児童手当 家庭における生活の安定と、次代の社会を担う

児童の健全な育成及び資質の向上に資すること

を目的に手当を支給します。 

子育て応援課 

３ 児童扶養手当 

 

 

 

【関連】3-2 ③ 

父または母と生計をともにしていない児童や、

重度の障がいがある父または母に養育されてい

る児童がいる家庭の、生活の安定と自立の促進

及び、児童の健全な育成を図ることを目的に手

当を支給します。 

子育て応援課 

４ 特別児童扶養手当 

 

 

【関連】3-2 ② 

精神・知的または身体に中・重度の障がいを有

する20歳未満の児童を監護、養育している父母

等に、福祉の増進を図ることを目的に手当を支

給します。 

障がい福祉課 

５ 障がい児福祉手当 

 

 

【関連】3-2 ② 

精神（知的も含む）または身体に重度の障がい

を有するため、日常生活において常時の介護を

必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に

支給します。 

障がい福祉課 

６ 乳幼児福祉医療費 

助成制度 

【関連】1-1 ① 

小学校就学前の子どもを対象として、保健の向

上と福祉の増進を図ることを目的に、保険診療

内の医療費を助成します。 

保険年金課 
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 事業 事業内容 担当課 

７ ひとり親家庭福祉 

医療費助成制度 

【関連】3-2 ③ 

ひとり親家庭を対象として、保健の向上と福祉

の増進を図ることを目的に、保険診療内の医療

費の一部を助成します。 

保険年金課 

８ 障がい者（児）福祉

医療費助成制度 

 

 

【関連】3-2 ② 

身体障がい者手帳1～3級、療育手帳最重度・重

度・中度、特別児童扶養手当1級の障がい者（児）

を対象として、保健の向上と福祉の増進を図る

ことを目的に、保険診療内の医療費の一部を助

成します。 

保険年金課 

9 子ども医療費助成 

制度 

小学1年生から3年生を対象として、保健の向上

と福祉の増進を図ることを目的に、医療費の一

部を助成します。 

保険年金課 

10 子ども入院医療費 

助成制度 

小学４年生から中学３年生を対象に、入院にか

かる保険診療内の医療費を助成します。 

保険年金課 

11 育成医療費助成 

 

 

【関連】3-2 ② 

18歳未満の身体障がいのある児童に対し、手術

等の治療を受けることにより、障がいが軽減さ

れ日常生活能力が期待できる場合に、必要な医

療の給付を行います。 

障がい福祉課 

12 

 

児童発達支援等の 

利用料の無償化 

【関連】3-2 ② 

３歳になった年度の翌年度の4月1日から小学

校就学までの障がいのある児童に対する、児童

発達支援等の利用料を無償化します。 

障がい福祉課 
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  ３ すべての子どもの人権を尊重するまちづくり 

３-1 子どもの権利を守る取り組みの推進 

〔現状と課題〕 

「子どもの権利条約」にもうたわれているように、すべての子どもは等しく人権をもっており、

健やかに成長することが保障されなければなりません。一人ひとりの子どもが大切な存在と認め

られていることで、心身ともに健全な育ちが得られ、子ども自身の自己肯定感にもつながります。 

子どもや保護者のライフスタイルの変化に合わせて、子どもたちがまちづくり・地域づくりに

関わっていくことが求められます。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①子どもの意見を反映したまちづくり 

子どもたちが、社会との関わりの中で豊かな人間性を育むことができるよう、まちづくりや地

域づくりに参画できる環境づくりを進めます。 

 事業 事業内容 担当課 

1 

 

体験活動を通した 

子ども自身の活動の

支援 

アドベンチャーキャンプを実施し、集団生活や

野外活動を通して豊かな心と生きる力を育むと

ともに、未来の青年リーダーとなる人材を養成

します。 

生涯学習課 

2 

 

市民参画政策推進 市民とともに考えるまちづくりをめざし、子ど

もから大人まで広く市民から市政に対するアイ

デアを市長への手紙やメール等で募り、今後の

市政運営の参考にします。 

秘書広報課 
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３-2 支援を必要とする児童と家庭を支える取り組みの推進 

〔現状と課題〕 

障がいや疾病、虐待、貧困、家族の状況その他の事情により社会的な支援の必要性が高い子ど

もやその家族を含め、すべての子どもや子育て家庭を対象に、身近な圏域において、法律に基づ

く給付やその他の支援を可能な限り講じることが求められています。関連する制度との連携を図

り、必要な場合には、これらの子どもに対する適切な保護及び援助の措置を講じることにより、

一人ひとりの子どもの健やかな育ちを等しく保障することが必要です。 

子どもは社会の希望であり、未来をつくる存在です。子どもの健やかな育ちと子育てを支える

ことは、本市の未来に向けても重要な課題でもあります。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①児童虐待防止ネットワーク活動の充実・強化 

児童虐待を未然に防止するため、要保護児童対策地域協議会が中心となったさまざまな取り組

みを進めるとともに、子育てに不安やストレスを感じている保護者などが気軽に相談できる体制

を充実します。また、児童虐待の早期発見・早期対応のため、子どもとその家庭及び妊産婦等を

対象に、実情の把握、情報の提供、相談、関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠

点を設置します。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 

 

要保護児童対策地域

協議会 

市内の幼、保、小、中、高校の代表者や教育委員

会関係、子ども家庭相談センターや民生委員児

童委員、主任児童委員等児童福祉関係、保健・

医療関係、警察･司法関係機関（者）で 構成さ

れ、要保護児童の適切な保護を図るための必要

な情報交換及び要保護児童等に対する支援内容

に関する協議を行い対応します。 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 

２ 

 

家庭児童相談室事業 児童虐待予防の観点から、子どもの自立を支援

するため、保護者への援助や指導を行います。

また、育児不安の解消に向けた相談や助言を行

います。 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 

３ 

 

児童虐待ケース会議 虐待が疑われる事案や要保護事案が生じた時

に、関係機関が集まり支援方針会議を開催しま

す。この中で、関係機関が果たす役割を明確に

し、要保護家庭等への支援を行います。 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 

４ 未就園児等全戸訪問

事業 

児童虐待の早期発見・早期対応のため、転入家

庭を中心に未就園児や福祉サービスを利用して

いない地域の目が届きにくい在宅児がいる家庭

を訪問します。 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 
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 事業 事業内容 担当課 

５ 

 

配偶者などからの暴

力（ＤＶ）への相談

体制の充実 

配偶者などからの暴力（DV）に対する相談体制

の充実を図るとともに、ＤＶと児童虐待には高

い関連性があるとの指摘もあることから、防止

に向けた啓発を行います。 

子育て応援課 

自治振興課 

６ 養育支援訪問事業 

 

【関連】1-1 ① 

養育支援が特に必要な家庭に保健師や家庭児童

相談員などが訪問し、養育に関する相談・支援

を行います。 

健康増進課 

子育て応援課 

（家庭児童相談室） 

７ スパック会議 

（学校問題行動対策

連絡会議） 

全国的に児童生徒による学校内での問題行動が

増加していることから、問題行動と当事者への

対応について、学校・地域・子ども家庭相談セ

ンター・警察・教育委員会・市福祉関係部署が

連携会議を開き、協議し解決につなげます。 

学校教育課 

 

②障がいのある児童への支援 

障がいの有無に関わらず、誰もが健やかに成長できるよう、発達支援システムを活用した相

談・支援に関する取り組みを途切れなく提供していきます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 発達支援事業 発達障がいがあるまたは疑いがある子どもたち

の自立と家族の安心した子育てのために、発達

相談、発達検査、園への巡回支援による早期把

握・早期支援を行います。園や学校とも連携し

て必要な支援を行います。 

子ども発達支援課 

２ 児童発達支援事業 

（たんぽぽ教室） 

就学前の心身の発達に障がいのある子どもまた

は疑いのある子どもとその家族を対象に、基本

的生活習慣の確立やコミュニケーションなどを

育む支援を行います。 

また同時に、支援の方向性を検討し適切な支援が

提供できるよう保育者・園との連携を行います。 

子ども発達支援課 

３ 幼児ことばの教室運

営事業 

保育園・幼稚園または幼児園に通園する子ども

のうち、聴覚及び言語機能に課題や発達障がい

のある子どもに対して、個別指導やグループ指

導を行います。同時に、保護者支援も行います。 

子ども発達支援課   
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 事業 事業内容 担当課 

４ 計画相談事業 療育や福祉サービスを必要とする子どもとその

子どもを養育する保護者に、相談支援専門員が

生活に対する意向等を聞き取り、通所サービス

を利用する前にサービスの目的・内容・量等を

総合的に支援する計画を作成します。また、一

定期間ごとにモニタリングを行います。 

子ども発達支援課 

５ 放課後等デイサービ

ス、日中一時支援 

  

【関連】２-２ ① 

障がいがある児童に対し、放課後や、春休み・

夏休み・冬休みなどの学校休業日に規則正しい

生活習慣を維持できるよう、療育活動や創作活

動を行います。 

障がい福祉課 

６ 特別支援教育就学奨

励費の支給 

学用品、修学旅行費、校外活動費、学校給食費

などを補助します。 

学校教育課 

７ 就学支援 医師、学識経験者、教育関係者、関係行政機関

からなる 25 名程度の委員が、就学相談ならび

に就学支援を行います。個々の相談・支援につ

いては、学校・園で行います。 

学校教育課 

幼児課 

８ 特別児童扶養手当 

 

 

【関連】2-4 ① 

精神・知的または身体に中・重度の障がいを有

する 20 歳未満の児童を監護、養育している父

母等に、福祉の増進を図ることを目的に手当を

支給します。 

障がい福祉課 

９ 障がい児福祉手当 

 

 

【関連】2-4 ① 

精神（知的も含む）または身体に重度の障がい

を有するため、日常生活において常時の介護を

必要とする状態にある在宅の 20 歳未満の人に

支給します。 

障がい福祉課 

10 障がい者（児）福祉

医療費助成制度 

 

 

【関連】2-4 ① 

身体障がい者手帳１～３級、療育手帳最重度・

重度・中度、特別児童扶養手当１級の障がい者 

（児）を対象として、保健の向上と福祉の増進

を図ることを目的に、保険診療内の医療費の一

部を助成します。 

保険年金課 

11 育成医療費助成 

 

 

【関連】2-4 ① 

18 歳未満の身体障がいのある児童に対し、手

術等の治療を受けることにより、障がいが軽減

され日常生活能力が期待できる場合に、必要な

医療の給付を行います。 

障がい福祉課 

12 

 

児童発達支援等の 

利用料の無償化 

【関連】２-４ ① 

３歳になった年度の翌年度の４月１日から小学

校就学までの障がいのある児童に対する、児童

発達支援等の利用料を無償化します。 

障がい福祉課   
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③さまざまな家庭や児童への支援 

保護者に病気や障がいがあったり、ひとり親家庭、子どもの貧困などさまざまな事情のある子

どもや家庭に対し、必要な支援を行います。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ ひとり親家庭への 

相談業務 

ひとり親家庭福祉推進員の配置や母子福祉のぞ

み会への支援、民生委員児童委員、主任児童委

員や福祉団体等との連携により、ひとり親家庭

への相談体制の充実を図ります。 

また、母子・父子自立支援員を設置し、ひとり

親家庭の自立に向け、相談や就職の情報提供な

どを行います。 

子育て応援課 

２ ひとり親家庭への 

家事支援 

技能習得のための通学や就職活動など自立促進

に必要な場合や疾病などの理由により生活援助

や保育サービスが必要な場合、または、生活環

境等の激変により日常生活を営むことに支障が

生じている場合に家庭生活支援員を派遣しま

す。 

子育て応援課 

３ 就労支援の促進 

 

 

 

【関連】1-3 ① 

働く意欲がありながらさまざまな阻害要因を抱

える就職困難者や、就労意欲のあるひとり親家

庭の保護者を対象に、就労支援相談員による相

談、求人情報の提供や職業訓練への誘導などの

支援を関係機関と連携し実施します。 

商工観光労政課 

４ 児童扶養手当 

 

 

 

【関連】2-4 ① 

父または母と生計をともにしていない児童や、

重度の障がいがある父または母に養育されてい

る児童がいる家庭の、生活の安定と自立の促進

及び、児童の健全な育成を図ることを目的に手

当を支給します。 

子育て応援課 

５ ひとり親家庭福祉 

医療費助成制度 

【関連】2-4 ① 

ひとり親家庭を対象として、保健の向上と福祉

の増進を図ることを目的に、保険診療内の医療

費の一部を助成します。 

保険年金課 

６ 

 

就学援助の実施 経済的理由により就学が困難と認められる児童

生徒に対し、給食費や学用品費等を援助します。 

学校教育課 

幼児課 

７ スクールカウンセラ

ー派遣事業 

いじめや不登校等の悩みの相談に応じ、助言や

援助を行うため、臨床心理士を小学校に派遣し

ます。 

学校教育課 
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 事業 事業内容 担当課 

８ 

 

スクールソーシャル

ワーカーの配置 

課題を抱えた児童生徒に対し、関係機関とネッ

トワークを築き、必要な支援と課題解決に取り

組みます。 

学校教育課 

９ 子ども成長支援教室

「あいあい」の設置 

不登校や学校不適応の子どもたちが心身の元気

を取り戻せるよう、学習支援やグループ活動、

体験活動の支援を行います。 

学校教育課 

10 

 

子どもの居場所づく

り支援 

中学生等を対象とした学習支援事業や子ども食

堂への支援、また児童館事業の実施など子ども

の居場所づくりを推進します。 

社会福祉課 

子育て応援課 

学校教育課 
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  ４ 子どもの成長と親としての成長を支え合う環境づくり 

４-１ 家庭や地域の教育⼒の向上 

〔現状と課題〕 

子どもの育ちにおいては、親だけでなくさまざまな人との関わりの中で、自我の発達や社会性

の向上がみられることから、体験や交流の機会をつくることが重要です。本市でも、それぞれの

地域で協力を得ながら、園・学校などにおける体験活動の取り組みや世代間交流が進められてい

ます。引き続き、社会全体で子どもを守り育てる環境づくりが求められます。 

また、子育ての第一義的な責任を担う親が自信をもち、生きがいや喜びをもって子育てするこ

とが、子どもの健全な育ちにつながることから、引き続き、親の意識や意欲を高めるため、保護

者の学びへの支援に取り組むことが必要です。 

 

〔施策の方向と主な事業〕 

①子どもの交流や体験活動の充実 

子どもたちがさまざまな活動を通じて健やかに育つよう、地域の協力を得ながら、活動の場づ

くりを進めます。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 保育園・幼稚園・ 

幼児園園庭開放事業 

未就園児及びその保護者を対象に、地域におけ

る安全な遊び場確保のため、幼児園などの施設

を開放し、あわせて子育て支援事業を実施しま

す。 

幼児課 

２ 保育園・幼稚園・ 

幼児園地域活動事業 

未就園児との交流事業、高齢者との交流など、

地域との交流事業を行います。 

幼児課 

３ 「おでかけシルバー

ママ・パパ」の開催 

 

（シルバー人材セン

ターの事業）  

 

 

 

【関連】1-2 ① 

シルバー人材センターの地域に貢献される取り

組みに対し事業の実施および運営を支援しま

す。 

子育て世代を対象に、人生や子育て経験の豊か

なシルバーママ・パパとのふれあいの場を提供

し、「三世代交流」や「地域社会との関わり」の

糸口づくりに取り組み、子育てのストレスを軽

減することを目的として各児童館に出かけて事

業を実施します。 

商工観光労政課 

子育て応援課 

４ 体験活動、勤労体験

活動 

小学校におけるさまざまな体験活動や、中学校

における勤労体験活動（職場体験）など地域と

連携しながらの活動を通して、社会性や連帯性

など児童生徒の心の育成を図ります。 

学校教育課 
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 事業 事業内容 担当課 

５ 放課後子ども教室 

 

 

【関連】2-2 ① 

小学校の体育館やコミュニティセンターなどを

活用し、地域の多様な人々の参画を得て、学習

やスポーツ・文化活動、地域住民との交流など

に取り組みます。 

生涯学習課 

６ 保育体験活動 中学生が、近隣の保育園・幼稚園・幼児園で子

どもたちと一緒に遊ぶなどの交流を通して、保

育体験を行います。 

学校教育課 

7 

 

図書館における子ど

もの読書活動の推進 

おはなし会やおはなしタイムを開催し、子ども

と本の出会いの場を提供します。 

図書館 

 

 

②保護者の学びへの支援 

保護者がゆとりと生きがいをもって、楽しみながら子育てできるよう、子育てに関する情報や

知識を提供する機会を充実します。 

 

 事業 事業内容 担当課 

１ 子育て情報の収集・ 

提供 

【関連】1-2 ② 

2-1 ② 

子育てに関する制度や身近な地域の育児情報を

収集し、子育て支援ガイド、地域子育て支援セ

ンターによる情報紙、広報、ホームページ・フ

ェイスブックなどにより提供します。 

子育て応援課 

２ 子育て講座の開催 子育ての喜びや楽しさを感じるとともに、育児

不安の軽減を図るため、生活リズムの大切さや

健康的な子育てなど、家庭保育の充実につなが

る講座を開催します。 

子育て応援課 

３ 学校だよりの発行 折々の学校情報及び子どもの状況を発信するこ

とによって、学校教育への理解を求めるととも

に家庭との連携を図ります。 

学校教育課 

４ 園だよりの発行 

【関連】2-1 ② 

折々の園情報や園児の状況を発信し、保育への

理解を求めるとともに家庭との連携を図ります。 

幼児課 

５ 

 

読み聞かせの啓発と

情報提供 

家庭における読み聞かせや読書の重要性につい

て啓発と情報提供を行います。 

生涯学習課 

図書館 

６ 家庭における教育力 

への支援 

「くりちゃん元気いっぱい運動」の「早ね・早

おき・朝ごはん」や「子育てのための12か条」

などにより、家庭教育に対する保護者の意識を

高め、地域をあげて子育てに取り組む風土をつ

くります。 

生涯学習課 

学校教育課 

幼児課 

子育て応援課 
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  第６章 量の⾒込みと確保⽅策   

１ 提供区域の設定 

子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画において、「教育・保育」、「地域

子ども・子育て支援事業」を提供する区域（以下「提供区域」という。）を定め、当該区域ご

とに「量の見込み」、「確保の内容」、「実施時期」を定めることとされています。 

本市の提供区域については、放課後児童健全育成事業は小学校区、その他の教育・保育事業

及び地域子ども・子育て支援事業は１圏域（全市）と設定し、地域のニーズに応じた教育・保

育、地域子育て支援事業の整備に努めます。 

 

教育・保育  提供区域 

１号認定（３～５歳児・教育） 

 ※幼稚園・幼児園の短時部 
全市 

２号認定（３～５歳児・保育） 

 ※保育園・幼児園の中長時部 
全市 

３号認定（０～２歳児・保育） 

 ※保育園・幼児園の中長時部・小規模保育・家庭的保育 
全市 

 

地域子ども・子育て支援事業 提供区域 

延長保育事業 全市 

一時預かり事業（幼稚園在園児を対象） 全市 

一時預かり事業 

（上記以外、シルバー人材センターの事業を含む） 
全市 

放課後児童健全育成事業（学童保育） 小学校区 

地域子育て支援拠点事業 全市 

子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 全市 

病後児保育事業 全市 

妊婦に対する健康診査 全市 

乳児家庭全戸訪問事業 全市 

養育支援訪問その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 全市 

利用者支援事業 全市 

実費徴収にかかる補足給付を行う事業 全市 

多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 全市 
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  ２ 教育・保育の量の見込みと確保方策 

① １号認定〔３～５歳児〕（幼児期の教育） 

事業の概要 

３～５歳児で保育の必要性がない子ども（主に、家庭が専業主婦(夫)また

は短時間のパートタイム就労など）及び、保育の必要性はあるが幼稚園教

育の希望が強いと想定される子どもに対し、就学前教育を実施します。 

現在の実施状況 

●公立幼稚園４園 

（治田・大宝・大宝分園〈令和５年３月 31日閉園予定〉・大宝西） 

●公立幼児園５園（金勝第一・葉山・葉山東・治田西・治田東） 

量の見込み   

算出方法  

令和２年度の入所申込者数を基に、平成 27年度以降の各年前年度からの利

用率を勘案の上で算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

※２号認定の教育ニー

ズが強いものを含む 

1,276 人 987 人 940 人 914 人 886 人 875 人 

Ｂ 

確保 

方策 

特定教育・ 

保育施設 
1,245 人 1,198 人 1,093 人 1,063 人 958 人 958 人 

Ｂ－Ａ 

 

 

 

211 人 153 人 149 人 72 人 83 人 

確保方策の内容 

必要な量の見込みを行う中、幼稚園教諭の確保を図りながら、引き続き、市

内の公立幼稚園・幼児園において就学前教育を実施します。 

なお、就学前児童の減少、幼稚園入園ニーズの減少傾向も踏まえ、施設の統

合、認定こども園化など施設機能の見直しも含め取り組みます。 
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②２号認定〔３～５歳児〕（保育の実施） 

事業の概要 
３～５歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパ 

ートタイム就労など）に対し、保育を実施します。 

現在の実施状況 

●公立保育園 ３園（金勝第二・治田・大宝西） 

●公立幼児園 ５園（金勝第一・葉山・葉山東・治田西・治田東） 

●法人立保育園７園（こだま保育園・グランマの家保育園・こだまふれん 

ど保育園・治田西カナリヤ第三保育園・大宝カナリヤ保育園・栗東くじ 

ら保育園・HOPPA栗東下鈎〈令和２年４月開設〉） 

量の見込み 

算出方法 

令和２年度の入所申込者数を基に、平成 27年度以降の各年前年度からの利

用率を勘案の上で算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 942 人 1,070 人 1,065 人 1,082 人 1,097 人 1,132 人 

Ｂ 

確保 

方策 

特定教育・ 

保育施設 
892 人 1,121 人 1,166 人 1,387 人 1,387 人 1,465 人 

Ｂ－Ａ 

 

 

 

51 人 101 人 305 人 290 人 333 人 

確保方策の内容 

必要な量の見込みを行う中、保育士の確保を図りながら、引き続き、市内

の公立保育園・幼児園・法人立保育園において就学前保育を実施します。

また、待機児童が発生している状況から、受け皿確保のための整備とし

て、認可保育園等の整備を行います。 

令和２年４月 認可保育園開園  

令和３年４月 認可保育園開園  

令和４年４月 認可保育園開園（２か所） 

    〃   認定こども園開園  

令和６年４月 認可保育園開園  

                   ※各施設の定員は、66 ページに記載しています 
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③-１ ３号認定〔０歳児〕 

事業の概要 
０歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパート

タイム就労など）に対し、保育を実施します。 

現在の実施状況 

●公立保育園 ３園（金勝第二・治田・大宝西） 

●公立幼児園 ５園（金勝第一・葉山・葉山東・治田西・治田東） 

●法人立保育園８園（こだま保育園・グランマの家保育園・こだまふれん

ど保育園・治田西カナリヤ第三保育園・こだま乳児保育園・大宝カナリ

ヤ保育園・栗東くじら保育園・HOPPA栗東下鈎〈令和 2 年 4月開設〉） 

●地域型保育施設６園（なないろ保育園・栗東くじら小規模保育園・

HOPPA栗東駅前園・治田くじら小規模保育園〈令和元年 10月開設〉・ぱ

れっと園～たかの～〈令和元年 10月開設〉・家庭的保育の家ふわり） 

量の見込み 

算出方法 

国の「手引き」を参考にしつつ、育児休業を希望する割合を除いたうえ

で、０歳児の保育ニーズの高まりによる利用率の上昇を加味して算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 115 人 125 人 134 人 143 人 152 人 161 人 

Ｂ 

確保 

方策 

特定教育・ 

保育施設 
73 人 105 人 108 人 126 人 126 人 132 人 

地域型 

保育施設 
7 人 28 人 40 人 40 人 52 人 52 人 

合 計 80 人 133 人 148 人 166 人 178 人 184 人 

Ｂ－Ａ  8 人 14 人 23 人 26 人 23 人 

確保方策の内容 

必要な量の見込みを行う中、保育士の確保を図りながら、引き続き、市内

の公立保育園・幼児園・法人立保育園・地域型保育施設において就学前保

育を実施します。また、待機児童が発生している状況から、受け皿確保の

ための整備として、認可保育園、地域型保育施設等の整備を行います。 

令和２年 ４月 認可保育園開園 

令和２年１０月 小規模保育園開園（２か所） 

令和３年 ４月 認可保育園開園 

令和４年 ４月 認可保育園開園（２か所） 

    〃    認定こども園開園 

令和５年 ４月 小規模保育園開園（２か所） 

令和６年 ４月 認可保育園開園 

                   ※各施設の定員は、66 ページに記載しています 
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③-２ ３号認定〔１・２歳児〕 

事業の概要 
１・２歳児で保育の必要な子ども（主に、両親が共働きまたは長時間のパ

ートタイム就労など）に対し、保育を実施します。 

現在の実施状況 

●公立保育園 ３園（金勝第二・治田・大宝西） 

●公立幼児園 ５園（金勝第一・葉山・葉山東・治田西・治田東） 

●法人立保育園８園（こだま保育園・グランマの家保育園・こだまふれん

ど保育園・治田西カナリヤ第三保育園・こだま乳児保育園・大宝カナリ

ヤ保育園・栗東くじら保育園・HOPPA栗東下鈎〈令和２年４月開設〉） 

●地域型保育施設６園（なないろ保育園・栗東くじら小規模保育園・

HOPPA栗東駅前園・治田くじら小規模保育園〈令和元年 10月開設〉・ 

ぱれっと園～たかの～〈令和元年 10 月開設〉・家庭的保育の家ふわり） 

量の見込み 

算出方法 

令和２年度の入所申込者数を基に、１・２歳児の保育ニーズの高まりによる

利用率の上昇を勘案の上で算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 578 人 639 人 670 人 717 人 744 人 770 人 

Ｂ 

確保 

方策 

特定教育・ 

保育施設 
475 人 524 人 536 人 632 人 632 人 668 人 

地域型 

保育施設 
25 人 68 人 94 人 94 人 120 人 120 人 

合 計 500 人 592 人 630 人 726 人 752 人 788 人 

Ｂ－Ａ  △47 人 △40 人 9 人 8 人 18 人 

確保方策の内容 

必要な量の見込みを行う中、保育士の確保を図りながら、引き続き、市内

の公立保育園・幼児園・法人立保育園・地域型保育施設において就学前保

育を実施します。また、待機児童が発生している状況から、受け皿確保の

ための整備として、認可保育園、地域型保育施設等の整備を行います。 

令和２年 ４月 認可保育園開園（定員 110 人） 

令和２年１０月 小規模保育園開園（定員 19 人）（２か所） 

令和３年 ４月 認可保育園開園（定員 60 人） 

令和４年 ４月 認可保育園開園（定員 120 人）（２か所） 

    〃    認定こども園開園（定員 170 人） 

令和５年 ４月 小規模保育園開園（定員 19 人）（２か所） 

令和６年 ４月 認可保育園開園（定員 120 人） 
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  ３ 地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策 

①延長保育事業 

事業の概要 
保護者が勤務時間や通勤時間などの事情により、基本の保育時間を超えて

保育が必要な場合に、保育を実施します。 

現在の実施状況 

●法人立保育園８園（こだま保育園・グランマの家保育園・こだまふれん

ど保育園・治田西カナリヤ第三保育園・こだま乳児保育園・大宝カナリ

ヤ保育園・栗東くじら保育園・HOPPA栗東下鈎〈令和 2年 4月開設〉） 

●地域型保育施設５園（栗東くじら小規模保育園・HOPPA栗東駅前園・ 

治田くじら小規模保育園〈令和元年 10月開設〉・ぱれっと園～たかの～ 

〈令和元年 10月開設〉・家庭的保育の家ふわり） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」を参考にしつつ、実績を勘案し補正の上で算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 326 人 351 人 366 人 380 人 393 人 405 人 

Ｂ 確保方策 275 人 351 人 366 人 380 人 393 人 405 人 

Ｂ－Ａ  0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

確保方策の内容 

保護者の就労時間の変化に合わせ、長時間の保育ニーズに対応するため、 

市内の法人立保育園・地域型保育施設で 11時間の開所時間を延長して、

保育を実施します。 

（家庭的保育の家ふわりについては、基本の保育時間に延長保育を含め、

最長 10 時間の保育を実施します。） 
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②-１ 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）） 

事業の概要 
幼稚園在園児の保護者の就労時間等の都合によって、通常の保育終了後の

14 時から 16 時まで引き続き預かります。 

現在の実施状況 
●公立幼稚園４園（治田・大宝・大宝分園・大宝西） 

●公立幼児園５園（金勝第一・葉山・葉山東・治田西・治田東） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」に基づき算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

 （延べ人数） 
11,206 人 12,193 人 11,892 人 11,838 人 11,762 人 11,903 人 

Ｂ 確保方策 

 （延べ人数） 
11,339 人 12,193 人 11,892 人 11,838 人 11,762 人 11,903 人 

Ｂ－Ａ 
 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

確保方策の内容 

幼稚園在園児の保護者ニーズ（就労時間等に合わせた保育の希望）に応え、

市内の公立幼稚園・幼児園で降園時間後も引き続き、一時預かり（預かり保

育）を実施します。 
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②-２ 一時預かり事業（幼稚園における在園児を対象とした一時預かり（預かり保育）以外 

（シルバー人材センターの事業を含む）） 

事業の概要 
家庭において保育を受けることが一時的に困難になった子どもを保育園等

で一時的に預かります。 

現在の実施状況 

●法人立保育園３園（グランマの家保育園・こだまふれんど保育園〈休止

中〉・大宝カナリヤ保育園〈休止中〉） 

●シルバー人材センター高齢者活用子育て支援事業 

（「シルバーで一時預かり～マロンばあばのおうち～」） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」を参考にしつつ、実績を勘案し補正の上で算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

   （延べ人数） 
2,014 人 892 人 932 人 967 人 998 人 1,029 人 

Ｂ 確保方策 

  （延べ人数） 
854 人 892 人 932 人 967 人 998 人 1,029 人 

Ｂ－Ａ 
 

0 人 0 人 0 人 0 人 0 人 

確保方策の内容 

＜保育園での一時預かり＞ 

 保育士の確保を図りながら、市内の法人立保育園で実施します。 

＜シルバー人材センター高齢者活用子育て支援事業＞ 

 ・「シルバーで一時預かり～マロンばあばのおうち」の実施 
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③-１ 放課後児童健全育成事業（学童保育） 

事業の概要 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に対し、放課後や夏休み等

の長期休暇などの学校休業日に適切な遊びや生活の場を提供し、健全育成

を図ります。 

現在の実施状況 

●公設９か所（９小学校区）10 クラブ（栗東市社会福祉協議会へ指定管理

委託） 

●民設４か所４クラブ（こだまクラブ・大宝こだまクラブ・治田くじら学童

保育所〈令和２年４月開所〉・治田東くじら学童保育所〈令和２年４月開

所〉） 

量の見込み 

算出方法 

国の「手引き」を参考にしつつ、学年別の見込みを算出するため、実績を勘

案し補正の上で算出 

 

〔市全体〕〔市全体〕〔市全体〕〔市全体〕    

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

863 人 

232 人 247 人 247 人 265 人 259 人 

２年生 211 人 221 人 233 人 232 人 248 人 

３年生 191 人 199 人 208 人 218 人 216 人 

４年生 152 人 156 人 162 人 166 人 174 人 

５年生 75 人 97 人 104 人 102 人 106 人 

６年生 43 人 40 人 52 人 59 人 53 人 

合計 904 人 960 人 1,006 人 1,042 人 1,056 人 

Ｂ 確保方策 792 人 1,031 人 1,109 人 1,169 人 1,169 人 1,227 人 

Ｂ－Ａ 
 

 
127 人 149 人 163 人 127 人 171 人 

確保方策の内容 

（施設整備等） 

ニーズに合わせて必要な施設を整備（民設による学童保育所の設置や児童

館等近隣施設の利活用など）するとともに、児童が安心して利用できるよ

う老朽化した施設の改修を進めます。 

 

  



                           

71 

 

小学校区別の内訳 

〔金勝小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

63 人 

12 人 11 人 16 人 12 人 14 人 

２年生 14 人 13 人 12 人 17 人 13 人 

３年生 10 人 12 人 11 人 11 人 15 人 

４年生 9 人 8 人 10 人 9 人 8 人 

５年生 6 人 5 人 4 人 5 人 5 人 

６年生 1 人 4 人 3 人 3 人 3 人 

合計 52 人 53 人 56 人 57 人 58 人 

Ｂ 確保方策 54 人 59 人 59 人 59 人 59 人 59 人 

ＢーＡ 
 7 人 6 人 3 人 2 人 1 人 

確保方策の内容 金勝学童保育所 

 

〔葉山小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

86 人 

23 人 25 人 19 人 24 人 23 人 

２年生 20 人 23 人 25 人 19 人 24 人 

３年生 22 人 21 人 25 人 27 人 20 人 

４年生 32 人 22 人 21 人 25 人 27 人 

５年生 6 人 20 人 14 人 14 人 16 人 

６年生 2 人 1 人 5 人 4 人 3 人 

合計 105 人 112 人 109 人 113 人 113 人 

Ｂ 確保方策 75 人 96 人 96 人 136 人 136 人 136 人 

Ｂ－Ａ 
 

△ 9 人 △ 16 人 27 人 23 人 23 人 

確保方策の内容 
葉山学童保育所と葉山児童館等の利活用により確保 

施設整備を実施（令和３年度） 
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〔葉山東小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

102 人 

29 人 29 人 30 人 36 人 43 人 

２年生 34 人 32 人 30 人 31 人 37 人 

３年生 25 人 37 人 33 人 31 人 32 人 

４年生 16 人 24 人 33 人 29 人 27 人 

５年生 11 人 11 人 15 人 21 人 18 人 

６年生 3 人 6 人 6 人 8 人 11 人 

合計 118 人 139 人 147 人 156 人 168 人 

Ｂ 確保方策 92 人 100 人 140 人 162 人 162 人 180 人 

Ｂ－Ａ 
 

△ 18 人 1 人 15 人 6 人 12 人 

確保方策の内容 
葉山東学童保育所と葉山東児童館等の利活用により確保 

施設整備を実施（令和２年度、令和３年度） 

 

〔治田小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

127 人 

42 人 41 人 49 人 53 人 54 人 

２年生 35 人 37 人 36 人 43 人 46 人 

３年生 19 人 32 人 34 人 33 人 39 人 

４年生 23 人 13 人 23 人 24 人 23 人 

５年生 8 人 11 人 6 人 11 人 11 人 

６年生 3 人 3 人 4 人 2 人 4 人 

合計 130 人 137 人 152 人 166 人 177 人 

Ｂ 確保方策 116 人 130 人 168 人 168 人 168 人 208 人 

Ｂ－Ａ 
 

0 人 31 人 16 人 2 人 31 人 

確保方策の内容 
治田学童保育所、治田くじら学童保育所（令和２年４月開所） 

施設整備を実施（令和２年度、令和５年度） 
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〔治田東小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

67 人 

16 人 25 人 20 人 22 人 21 人 

２年生 15 人 15 人 23 人 18 人 20 人 

３年生 21 人 13 人 13 人 20 人 16 人 

４年生 10 人 16 人 10 人 10 人 15 人 

５年生 5 人 7 人 12 人 7 人 7 人 

６年生 5 人 4 人 6 人 9 人 6 人 

合計 72 人 80 人 84 人 86 人 85 人 

Ｂ 確保方策 73 人 86 人 86 人 86 人 86 人 86 人 

Ｂ－Ａ 
 

14 人 6 人 2 人 0 人 1 人 

確保方策の内容 治田東学童保育所、治田東くじら学童保育所（令和２年４月開所） 

 

〔治田西小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

104 人 

29 人 30 人 29 人 29 人 26 人 

２年生 26 人 24 人 25 人 24 人 24 人 

３年生 25 人 24 人 23 人 23 人 23 人 

４年生 10 人 19 人 18 人 17 人 17 人 

５年生 14 人 6 人 12 人 11 人 11 人 

６年生 3 人 6 人 3 人 5 人 5 人 

合計 107 人 109 人 110 人 109 人 106 人 

Ｂ 確保方策 93 人 121 人 121 人 121 人 121 人 121 人 

Ｂ－Ａ 
 

14 人 12 人 11 人 12 人 15 人 

確保方策の内容 
治田西第一学童保育所、治田西第二学童保育所、大宝こだまクラブと治田

西児童館等の利活用により確保 
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〔大宝小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

129 人 

39 人 35 人 41 人 44 人 37 人 

２年生 27 人 36 人 32 人 38 人 40 人 

３年生 19 人 23 人 30 人 27 人 32 人 

４年生 19 人 13 人 16 人 21 人 19 人 

５年生 11 人 10 人 7 人 8 人 11 人 

６年生 8 人 8 人 7 人 5 人 6 人 

合計 123 人 125 人 133 人 143 人 145 人 

Ｂ 確保方策 113 人 152 人 152 人 150 人 150 人 150 人 

Ｂ－Ａ 
 

29 人 27 人 17 人 7 人 5 人 

確保方策の内容 

大宝学童保育所、大宝こだまクラブ、こだまクラブと大宝小学校の利活用

により確保 

大宝学童保育所の施設改修を実施 

 

〔大宝東小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

82 人 

19 人 31 人 22 人 21 人 21 人 

２年生 25 人 19 人 31 人 22 人 21 人 

３年生 17 人 21 人 16 人 26 人 18 人 

４年生 13 人 14 人 18 人 13 人 22 人 

５年生 9 人 10 人 11 人 14 人 11 人 

６年生 6 人 4 人 5 人 6 人 7 人 

合計 89 人 99 人 103 人 102 人 100 人 

Ｂ 確保方策 75 人 165 人 165 人 165 人 165 人 165 人 

Ｂ－Ａ 
 

76 人 66 人 62 人 63 人 65 人 

確保方策の内容 大宝東学童保育所、こだまクラブ 
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〔大宝西小学校区〕 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の見込み 

１年生 

103 人 

23 人 20 人 21 人 24 人 20 人 

２年生 15 人 22 人 19 人 20 人 23 人 

３年生 33 人 16 人 23 人 20 人 21 人 

４年生 20 人 27 人 13 人 18 人 16 人 

５年生 5 人 17 人 23 人 11 人 16 人 

６年生 12 人 4 人 13 人 17 人 8 人 

合計 108 人 106 人 112 人 110 人 104 人 

Ｂ 確保方策 101 人 122 人 122 人 122 人 122 人 122 人 

Ｂ－Ａ 
 

14 人 16 人 10 人 12 人 18 人 

確保方策の内容 大宝西学童保育所と大宝西児童館等の利活用により確保 

 

 

③-２ 新・放課後子ども総合プランに基づく学童保育所と放課後子ども教室の一体 

的または連携による取り組み 

放課後 

子ども教室 

現在の実施状況 葉山小学校区を除く８小学校区で実施 

活動の内容 

小学校の校庭や教室等に子どもが安心・安全に活動できる居場

所を設け、地域の大人（スタッフ）や退職教員等の協力のもと、

小学生を対象に放課後を中心に各小学校区において週１回以

上実施。 

（活動内容） 

 スポーツ、体験・文化活動、地域住民との交流など 

令和６年度まで

の実施計画 
全小学校区で実施 

学童保育所と放課後子ども教室

の一体的な取り組み内容 

小学生が放課後を安心・安全に過ごし、多様な体験活動を行

うことができるよう、学童保育所と放課後子ども教室の連携

による事業の実施をめざします。 
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④ 地域子育て支援拠点事業 

事業の概要 

子育て支援の拠点として、乳幼児とその保護者が気軽に集える場の提供と、

子育ての負担感の軽減と不安の解消をめざし、子育て相談や情報提供を行

います。 

現在の実施状況 

３か所 

●栗東市地域子育て包括支援センター（大宝東児童館） 

●栗東市地域子育て支援センター（金勝児童館・治田東児童館） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」に基づき算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

 （延べ人数） 
66,636 人 56,604 人 57,468 人 57,912 人 57,900 人 57,828 人 

Ｂ 

確保 

方策  

利用 

延べ人数 
49,484 人 56,604 人 57,468 人 57,912 人 57,900 人 57,828 人 

実施 

か所数 
４か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 ３か所 

確保方策の内容 

３か所で実施 

●栗東市地域子育て包括支援センター（大宝東児童館） 

●栗東市地域子育て支援センター（金勝児童館・治田東児童館） 
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⑤ 子育て短期支援事業（ショートステイ・トワイライトステイ） 

事業の概要 

保護者の病気などの理由により、児童の養育が一時的に困難となった場合

や緊急的に保護を必要とする場合に、児童養護施設などで一時的に養育ま

たは保護します。 

現在の実施状況 
１か所 

●社会福祉法人ひかり会守山学園（業務委託契約） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」に基づき算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

 （延べ人数） 
6 人 49 人 49 人 49 人 49 人 49 人 

Ｂ 

確保 

方策  

利用 

延べ人数 
0 人 49 人 49 人 49 人 49 人 49 人 

実施 

か所数 
1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保方策の内容 社会福祉法人ひかり会守山学園で実施 
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⑥ 病後児保育事業 

事業の概要 
保護者の就労等の都合により、病気の回復期にある集団保育を受けること

が困難な子どもを、専用施設で一時的に預かり安静を確保し保育します。 

現在の実施状況 

３か所 

●きづきクリニックチャイルドハウス 

●オルミス（草津市との相互利用協定により実施） 

●陽だまり（草津市との相互利用協定により実施） 

量の見込み 

算出方法 
国の「手引き」に基づき算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

 （延べ人数） 
207 人 251 人 251 人 251 人 251 人 251 人 

Ｂ 

確保 

方策  

利用 

延べ人数 
259 人 480 人 480 人 480 人 480 人 480 人 

実施 

か所数 
3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 3 か所 

確保方策の内容 

３か所で病後児対応型を実施 

●きづきクリニックチャイルドハウス 

  開所日数…240 日 １日の定員…2 人 

●オルミス（草津市との相互利用協定により実施） 

●陽だまり（草津市との相互利用協定により実施） 
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⑦ 妊婦に対する健康診査 

事業の概要 
安心して妊娠・出産ができるよう妊婦健康診査にかかる費用を助成するこ

とにより、妊婦の健康管理の充実を図ります。 

現在の実施状況 妊婦健診について、14回の健診費用を助成 

量の見込み 

算出方法 
０歳児の人口推計に 1人当たりの平成 30 年度の利用回数をかけて算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

 （延べ人数） 
1,408 人 1,423 人 1,426 人 1,438 人 1,442 人 1,450 人 

確保方策の内容 
実施場所：県内外の医療機関 

実施回数：14回 

 

 

⑧ 乳児家庭全戸訪問事業 

事業の概要 
生後４か月までの乳児がいる家庭を助産師または保健師が訪問し、子育て

に関する相談や支援が必要な人への適切なサービスの提供につなげます。 

現在の実施状況 在宅助産師および健康増進課の助産師または保健師による訪問 

量の見込み 

算出方法 
人口推計の０歳児の人口数 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

   （実人数） 
631 人 837 人 839 人 846 人 848 人 853 人 

確保方策の内容 在宅助産師等による訪問 
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⑨ 養育支援訪問その他要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業 

事業の概要 

【養育支援訪問事業】妊娠期や出産後に支援が特に必要な家庭に対し、適切

な養育の実施を確保するため、保健師などが訪問し、養育に関する相談支援

を行います。また、不適切な養育状態にある家庭などに対し、家庭児童相談

員等が訪問し、相談支援を行います。 

現在の実施状況 
＜健康増進課＞保健師などによる訪問 

＜子育て応援課（家庭児童相談室）＞家庭児童相談員・訪問支援員による訪問 

量の見込み 

算出方法 
人口推計の０歳～11 歳人口に平成 30 年度の利用率をかけて算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ 量の見込み 

   （延べ人数） 
125 人 119 人 118 人 118 人 117 人 116 人 

確保方策の内容 

【養育支援訪問事業】 

支援が必要な家庭に対し、保健師・家庭児童相談員・訪問支援員などによ

る訪問を実施。 

【要支援児童、要保護児童等の支援に資する事業】 

 ・要保護児童対策地域協議会において、関係機関と連携し児童虐待防止

につなげる。 

 ・相談員の資質向上を図るとともに、相談体制強化を図る。 
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⑩ 利用者支援事業 

事業の概要 

【母子保健型】妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関す

る相談支援等を行います。 

【その他】教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事業を円滑に利用でき

るよう、情報提供や相談、助言などを行います。 

現在の実施状況 

【母子保健型】健康増進課で実施 

【その他】幼児課、子育て応援課、子育て支援センター（３か所）におい

て、それぞれの立場において実施。 

量の見込み 

算出方法 

国の「手引き」に基づき、教育・保育施設や地域子育て支援事業の量の見込

みを勘案して算出 

 

 実績値 実施時期 

平成30年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

Ａ  

量の 

見込み 

（か所） 

母子 

保健型 
2 か所 

1 か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

その他 1 か所 １か所 １か所 １か所 １か所 

Ｂ  

確保 

方策 

母子 

保健型 
2 か所 

1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

その他 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 1 か所 

確保方策の内容 

【母子保健型】 

健康増進課で実施 

【その他】 

幼稚園、保育園の利用申し込みや相談に対応する幼児課と、子育て支援事

業の円滑な利用を促進するための学童保育所等の情報提供や相談に対応

する子育て応援課、子育て支援の情報提供や相談に対応する子育て支援

センターが連携し、利用者支援事業を担う。 
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⑪ 実費徴収にかかる補足給付を行う事業 

事業の概要 

世帯の所得状況を勘案して定める基準に基づき、特定教育・保育等を受け

た場合にかかる日用品や文房具その他教育・保育に必要な物品の購入に要

する費用または特定教育・保育にかかる行事への参加に要する費用の全部

または一部を助成する事業です。 

確保方策の内容 
経済的負担の軽減のため、世帯の所得状況等を勘案して定める基準に基づ

き、必要な助成を実施します。 

 

 

⑫ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業 

事業の概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究や、

その他の多様な事業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置また

は運営を促進する事業です。 

確保方策の内容 

新規参入事業者等が適切な保育を提供できるよう、園を訪問し、相談・助

言等の支援を行います。新規開設園も増加していることから、保育内容の

充実に向けた支援を行います。 
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  ４ 教育・保育の一体的提供及び推進に関する体制の確保 

（１）認定こども園の普及にかかる基本的な考え方 

本市では、平成 15 年度より、多様化する保育ニーズや地域への子育て支援に対応していくた

め、保育園と幼稚園のカリキュラムを一本化した乳幼児保育総合システムを構築し、幼児園の設

置などにより混合保育、交流保育を実施してきました。さらに平成 22 年度より就学前の一貫し

た保育・教育をめざして「すくすく育つ りっとう子 保育教育課程」を作成し市内のすべての

乳幼児が同じ保育観で保育・教育が受けられるよう、同一施設の中で、利用者のニーズに応じて

短時間と中･長時間の保育を提供しています。 

そのような中、近年、女性の就労率の上昇に伴う、低年齢児からの保育ニーズが増加する一方

で、幼稚園への入園ニーズは減少傾向にあり、この傾向は今後も続くと見込まれることから、今

後の保育需要への対応、特に、将来的な就学前人口の減少も見据え、保育所の増設のみではなく、

幼稚園の適正な配置・運営（現有施設の有効活用）の視点も踏まえ、民間による認定こども園の

開設や、公立幼児園の認定こども園化についても検討を進め、取り組むことで、よりよい教育・

保育環境の提供を図ります。   
（２）教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の推進体制について  本市における教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業の推進にあたっては、その量の

確保と同時に、質の向上が図られるよう、認可や確認における市の関与に際して、適切な指導及

び助言などを行います。 

また、これらの事業を担う事業者間での課題や情報の共有化を図り、総体として本市の子ども・

子育て支援事業の最適化が図られるよう、事業者間での連携強化を促します。 

今日まで幼児期の保育・教育における「育ち」から小学校教育における「学び」の円滑な接続

に向けて、保・幼・小の連絡会議や保幼小交流などを通じて保育園・幼稚園・幼児園と学校との

連携を図ってきましたが、平成 29 年３月の保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定

こども園教育・保育要領及び小学校学習指導要領が改正されました。 

これを踏まえ、保育園・幼稚園・幼児園及び小学校のより一層の連携強化や連続性、一貫性を持

った接続を図るため、市内各小学校区において法人立を含めた幼保小共通の「保幼小接続期カリ

キュラム」を作成し、同カリキュラムをもとに、保・幼・小の円滑な接続に取り組みます。       
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  ５ 子育てのための施設等利用給付の円滑な実施の確保 

令和元年 10 月から実施している幼児教育・保育の無償化に伴い、新たに子育てのための施設

等利用給付が創設されました。この給付の実施にあたっては、現行の子どものための教育・保育

給付の手法を踏襲しつつ、保護者の経済的負担の軽減や利便性等を勘案し、公正かつ適正な給付

を行います。 

また、子育てのための施設等利用給付の対象施設である特定子ども・子育て支援施設等につい

て、滋賀県とも連携する中、確認基準、給付費の支給に関する事務などについて、法令等に基づ

く適正な運営が確保されるよう助言、指導を行うことで、円滑な事業運営並びに保育の質の向上

に取り組みます。 
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第７章 計画の推進 

１ 計画の推進体制 

 子育ては、家庭が主体となることはもちろん、教育・保育や子育て支援を担う機関をはじめ職

域さらには地域社会全体において、各々の役割を果たすとともに、相互に協力しながら進める必

要があります。そのためにも、ホームページや広報などの媒体や機会を通して、積極的に計画の

周知・啓発を進めるとともに、既存の主体的な活動などと十分に連携を図りつつ計画を推進しま

す。 

 本計画の基本理念に掲げた「～子ども・家庭・地域 ともに育つまち りっとう～」の実現に

向け、保育園・幼稚園・幼児園・小学校・関係団体及び関連部署等が一体となり計画の推進を図

ります。また、県や国との連携を密にし、制度の円滑な導入・展開を図るとともに、制度面の充

実・改善がなされるよう、県や国に対し働きかけていきます。 

 

 

２ 計画の進行管理 

 本計画については、PDCA サイクル【Plan（計画）—Do（実施・実行）－Check（検証・評

価）－Action（改善）】のプロセスを踏まえた計画の進行管理を行います。施策の実施状況や計画

全体の成果について、栗東市子ども・子育て会議において、毎年度点検や評価をします。 

また、子どもの人口の推移や、教育・保育事業及び地域子育て支援事業のニーズに大きな変動

がある場合は、必要に応じ、計画の一部見直しを行います。 
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  資料編 

１ 栗東市子ども・子育て会議条例（抜粋） 

 

（設置） 

第１条 市は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。以下「法」という。）第７７条

第１項の規定に基づき、栗東市子ども・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）を

置く。 

（所掌事務） 

第２条 子ども・子育て会議は、法第７７条第１項各号に掲げる事務を処理する。 

（組織） 

第３条 子ども・子育て会議は、委員１７人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

（１）法第６条に規定する子どもの保護者 

（２）事業主を代表する者 

（３）労働者を代表する者 

（４）法第７条第１項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 

（５）前号の子ども・子育て支援に関し学識経験のある者 

（６）公募による市民 

（７）前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者 

（委員の任期）  

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

３ 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行

うものとする。 

（会長及び副会長） 

第５条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 子ども・子育て会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。   
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（事務局） 

第７条 子ども・子育て会議の事務を処理させるため、子ども・子育て支援に関する事務を所管

する課に事務局を置く。 

２ 事務局は、会長の命を受けて、局務を掌理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が

子ども・子育て会議に諮って定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２５年８月１日から施行する。    
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  ２ 栗東市⼦ども・⼦育て会議委員名簿 

                                  （順不同、敬称略） 

種別 委員名 所属団体 備考 

子どもの保護者 

小田  文 
栗東市学童保育連絡協議会 

平成 30 年度 

神田 萌子 令和元年度 

石田加奈子 

栗東市幼児園・保育園・幼稚園 

保護者会代表連絡協議会 

平成 30 年 

12 月 20 日まで 

小倉ゆか里 
平成 30 年 

12 月 21 日から 

坂根 真由 平成 30 年度 

武村 貴菜 令和元年度 

菱田 苗里 令和元年度 

飯塚 博美 
栗東市ＰＴＡ連絡協議会 

平成 30 年度 

茨木 知佳 令和元年度 

事業主を代表する者 萩原 雅人 栗東市商工会  

労働者を代表する者 清水 久輝 草津・栗東地区労働者福祉協議会  

子ども・子育て支援

に関する事業に従事 

する者 

山本 初子 

栗東市保育園・幼稚園・幼児園長会 

平成 30 年度 

横山 真弓 平成 30 年度 

神門 則子 令和元年度 

山本 喜美 令和元年度 

木築野百合 きづきクリニックチャイルドハウス  

寺井 利彦 
社会福祉法人  

栗東市社会福祉協議会 

副会長 

（平成 30年度） 

藤﨑 誓子 公益財団法人  

栗東市シルバー人材センター 

平成 30 年度 

國松 芳子 令和元年度 

子ども・子育て支援

に関し学識経験のあ

る者 

田中 和子 

学識経験者 

会長 

（平成 30年度） 

柴田美知代 
会長 

（令和元年度） 

井上 和子 栗東市民生委員児童委員協議会連合会 
副会長 

（令和元年度） 

武田 吾朗 
栗東市小学校・中学校校長会 

平成 30 年度 

柏川 敏子 令和元年度 

北村 一子 栗東市人権・同和教育推進協議会  

公募による市民 

明田 弘美   

柴田美知代 平成 30 年度 

岸本 祐子 令和元年度 
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  ３ 計画の策定経過 

年 月 日 内     容 

平成 30 年 6月 26日（火） 平成 30 年度 第１回栗東市子ども・子育て会議 

(１)事業計画に基づく平成３０年度の取り組みについて 

(２)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

平成 30 年 10 月 2 日（火） 平成 30 年度 第２回栗東市子ども・子育て会議 

(１)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニ

ーズ調査の実施について 

平成 30 年 11 月 14日（水） 

～11 月 30 日（金） 

第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニーズ

調査の実施 

平成 31 年 2 月 5日（火） 平成 30 年度 第３回栗東市子ども・子育て会議 

(１)事業計画に基づく平成３０年度の取り組みについて 

(２)地域型保育事業の開設について 

(３)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画策定にかかるニ

ーズ調査結果について 

令和元年 5月 28日（火） 令和元年度 第１回栗東市子ども・子育て会議 

(１)子ども・子育て支援新制度等について 

(２)事業計画に基づく令和元年度の取り組みについて 

(３)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画策定にかかる 

ニーズ調査結果について 

(４)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

令和元年 7月 30 日（火） 令和元年度 第２回栗東市子ども・子育て会議 

(１)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画の骨子（案）に

ついて 

(２)各事業の量の見込みにかかる今後の考え方について  

(３)地域型保育事業の開設について 

令和元年 10 月 15日（火） 令和元年度 第３回栗東市子ども・子育て会議 

(１)「教育・保育」「地域子ども・子育て支援事業」の量の見込

みについて 

(２)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

令和元年 11 月 19日（火） 令和元年度 第４回栗東市子ども・子育て会議 

(１)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画（素案） 

①確保の方策について 〈 第６章 〉 

②（素案）全体について 

令和元年 12 月 26日（木） 

～令和 2年１月 24日（金） 
パブリックコメントの実施 

令和 2年 2月 25日（火） 令和元年度 第５回栗東市子ども・子育て会議 

(１)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画（案）パブリッ

クコメント結果について 

(２)第２期栗東市子ども・子育て支援事業計画について 

(３)事業計画に基づく令和元年度の取り組みについて 
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